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摘

要

天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
一
〇
月
に
、
広
瀬
藩
が
百
姓
ら
の
講
の
集
ま
り
を
規
制
し
た
こ
と
に
対
し
、
出
雲
国
飯
石
郡
南
部
の
真
宗
寺
院
が
、
小
寄
り
に

お
け
る
僧
侶
の
法
談
を
、
規
制
の
対
象
外
と
す
る
よ
う
に
確
認
を
求
め
て
、
そ
れ
を
実
現
し
た
際
の
記
録
を
翻
刻
し
、
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド：

浄
土
真
宗
、
小
寄
り
、
広
瀬
藩

本
史
料
は
、
天
明
六
年
一
〇
月
に
広
瀬
藩
が
百
姓
ら
の
講
の
集
ま
り
を
規
制
す

る
触
書
を
出
し
た
こ
と
に
対
し
、
出
雲
国
飯
石
郡
南
部
（
奥
飯
石
）
の
真
宗
寺
院

が
、
浄
土
真
宗
に
お
け
る
小
寄
り
と
い
う
集
会
と
俗
家
に
お
け
る
僧
侶
の
法
談
を

規
制
対
象
外
と
す
る
よ
う
に
、
確
認
を
求
め
て
運
動
し
た
際
の
寺
院
側
の
記
録
で

あ
る
。
形
態
は
冊
子
体
（
写
本
）
で
、
藩
に
よ
る
触
書
、
真
宗
寺
院
か
ら
藩
に
提

出
さ
れ
た
願
書
や
口
上
書
、
真
宗
寺
院
側
が
自
ら
の
主
張
の
根
拠
と
し
て
提
出
し

た
過
去
の
文
書
や
記
録
、
寺
院
僧
侶
と
郡
奉
行
な
ど
と
の
間
で
遣
り
取
り
さ
れ
た

書
状
な
ど
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
今
回
の
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
収
録
さ
れ
た
個
々

の
文
書
に
番
号
（
一
〜
二
三
）
を
付
し
た
。
こ
の
順
番
に
本
史
料
の
構
成
を
示
す

と
左
記
の
よ
う
に
な
る
。

【
一
】
広
瀬
藩
に
よ
る
講
寄
り
規
制
の
触
書
（
天
明
六
年
一
〇
月
）

【
二
】
奥
飯
石
（
広
瀬
藩
領
）
真
宗
寺
院
に
よ
る
願
書
（
同
年
一
〇
月
）

【
三
】
演
説
書
上
巻
（
真
宗
の
教
化
に
つ
い
て
）

【
四
】
演
説
書
下
巻
（
浜
田
宗
論
に
お
け
る
寛
睦
に
よ
る
演
説
の
抜
粋
）

【
五
】
西
蔵
寺
離
雲
に
よ
る
郡
奉
行
宛
て
の
書
き
上
げ
（
天
明
六
年
一
〇
月
）

【
六
】「
亀
山
院
院
宣
」（
文
永
九
年
一
一
月
五
日
付
）

【
七
】「
伏
見
院
院
宣
」（
嘉
元
元
年
正
月
付
）

【
八
】「
東
照
宮
様
御
垂
範
十
五
箇
條
之
事
」（
慶
長
八
癸
卯
年
五
月
）

【
九
】
諸
宗
寺
院
法
度
（
寛
文
五
年
七
月
一
一
日
）

【
一
〇
】
條
々
（
同
右
）

【
一
一
】
西
蔵
寺
看
司
離
雲
・
明
眼
寺
龍
乗
・
西
蓮
坊
慈
敬
の
広
瀬
行
き
の
際
の
記

録

山
陰
研
究
（
第
六
号
）
二
〇
一
三
年
十
二
月
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【
一
二
】「
広
瀬
勝
願
寺
ニ
残
置
候
口
上
書
扣
」（
天
明
六
年
一
〇
月
）

【
一
三
】「
三
沢
氏
之
御
状
ニ
添
状
ヲ
致
候
扣
」（
同
年
一
〇
月
二
五
日
）

【
一
四
】「
三
沢
殿
�
被
遣
候
御
触
書
写
」（
同
年
一
〇
月
二
一
日
）

【
一
五
】
奥
飯
石
郡
役
人
宛
て
郡
奉
行
三
沢
卯
左
衛
門
書
状
（
同
年
閏
一
〇
月
七
日
）

【
一
六
】
西
蔵
寺
以
下
三
人
宛
て
郡
奉
行
三
沢
卯
左
衛
門
書
状
（
同
前
）

【
一
七
】
一
向
宗
寺
院
中
宛
て
演
説
書
（
同
年
閏
一
〇
月
、【
一
八
】
の
本
文
）

【
一
八
】
奥
飯
石
郡
役
人
宛
て
郡
奉
行
三
沢
卯
左
衛
門
書
状
（
同
年
閏
一
〇
月
七
日
）

【
一
九
】
奥
飯
石
真
宗
寺
院
請
書
（
同
年
閏
一
〇
月
）

【
二
〇
】
郡
奉
行
三
沢
卯
左
衛
門
宛
て
真
宗
三
ヶ
寺
書
状
（
同
年
閏
一
〇
月
一
四
日
）

【
二
一
】
広
瀬
勝
願
寺
宛
て
真
宗
三
ヶ
寺
書
状
（
同
前
）

【
二
二
】
真
宗
三
ヶ
寺
宛
て
郡
奉
行
三
沢
卯
左
衛
門
返
書

【
二
三
】「
役
寺
�
御
法
中
江
申
示
之
書
附
写
シ
」（
天
明
六
年
閏
一
〇
月
一
三
日
）

こ
れ
ら
の
文
書
か
ら
分
か
る
事
の
経
緯
を
説
明
し
て
お
く
。
す
で
に
述
べ
た
よ

う
に
、
発
端
は
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
一
〇
月
に
広
瀬
藩
の
郡
奉
行
が
百
姓
・

町
人
に
対
し
家
業
に
専
念
さ
せ
る
趣
旨
で
夜
分
の
講
寄
り
を
規
制
し
た
こ
と
に
あ
っ

た（【
一
】、以
下
典
拠
と
し
て
右
記
の
文
書
番
号
の
み
を
示
す
）
。
こ
の
触
書
に
対
し
、
奥
飯
石
の
真
宗
寺
院
僧

侶
ら
は
、
観
音
講
・
日
待
講
な
ど
と
異
な
り
、
真
宗
門
徒
が
毎
月
俗
家
に
僧
侶
を

招
い
て
法
談
を
聴
聞
す
る
小
寄
り
と
い
う
集
会
は
、
娯
楽
的
な
側
面
が
な
く
失
費

が
無
い
旨
を
申
し
立
て
、
小
寄
り
を
講
寄
り
規
制
の
対
象
外
と
す
る
こ
と
の
確
認

を
求
め
る
願
書
を
提
出
し
た
の
で
あ
る（【
二
】）
。

願
書
提
出
後
、
一
〇
月
一
七
日
、
西
蔵
寺
看
司
離
雲
・
明
眼
寺
龍
乗
・
西
蓮
坊

慈
敬
の
三
人
は
、
奥
飯
石
の
真
宗
寺
院
を
代
表
し
て
広
瀬
へ
赴
き
、
二
〇
日
に
広

瀬
に
あ
る
真
宗
寺
院
の
勝
願
寺
と
面
会
し
た
。
そ
の
後
、
三
ヶ
寺
は
勝
願
寺
に
取

り
次
い
で
も
ら
い
、
奥
飯
石
を
担
当
す
る
郡
奉
行
の
三
沢
卯
左
衛
門
と
会
お
う
と

す
る
が
、
三
沢
は
出
郷
を
理
由
に
面
会
を
断
る
一
方
、
勝
願
寺
を
通
じ
て
真
宗
僧

侶
に
よ
る
在
家
法
談
に
支
障
が
出
な
い
よ
う
対
処
す
る
旨
を
約
し
た
。
こ
の
た
め
、

三
ヶ
寺
は
同
月
二
三
日
に
広
瀬
を
発
ち
二
五
日
に
帰
郷
す
る（
以
上
の
経
緯
は【
一
一
】に
よ
る
）
。

帰
郷
時
に
三
ヶ
寺
は
勝
願
寺
に
口
上
書
（【
一
二
】）
を
預
け
三
沢
宛
て
に
提
出

し
た
が
、
こ
れ
を
承
け
て
三
沢
は
奥
飯
石
の
郡
役
人
宛
て
に
触
書
と
書
状
を
遣
わ

し（【
一
四
】【
一
五
】）
、
お
取
り
越
し
（
真
宗
僧
侶
が
俗
家
に
出
向
い
て
報
恩
講
を
つ
と
め
る

行
事
）
は
規
制
対
象
外
で
あ
る
こ
と
、
小
寄
り
に
つ
い
て
は
開
催
は
認
め
た
上
で
、

組
合
を
定
め
村
役
人
に
届
け
さ
せ
る
よ
う
に
し
、
一
軒
に
つ
き
一
年
に
一
度
ず
つ

行
わ
せ
る
こ
と
な
ど
を
指
示
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
真
宗
寺
院
側
は
請

書
を
提
出
し（【
一
九
】）
、
三
沢
の
指
示
を
受
け
入
れ
る
と
と
も
に
、
倹
約
を
守
っ
て
小

寄
り
に
お
け
る
法
談
を
つ
と
め
る
こ
と
の
遵
守
を
僧
侶
集
団
内
で
も
誓
っ
た
（【
二
三
】）
。

本
史
料
か
ら
分
か
る
事
の
経
緯
の
概
要
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
が
、
実
は
こ
の

事
件
に
は
こ
の
後
も
展
開
が
あ
り
、
藩
に
よ
る
規
制
が
さ
ら
に
強
ま
る
と
と
も
に
、

真
宗
僧
侶
と
神
職
に
よ
る
争
論
の
き
っ
か
け
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
展

開
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
前
稿
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い（「
神
祇
不
拝
の
論
理
と
行

動
」『
近
世
の
宗
教
と
社
会
三
民
衆
の〈
知
〉と
宗
教
』吉
川
弘
文
館
、二
〇
〇
八
年
、「
近
世
真
宗
に

お
け
る
神
祇
不
帰
依
の
宗
風
を
め
ぐ
る
争
論
の
構
造
と
展
開
」『
史
林
』九
六
・
四
、二
〇
一
三
年
）。

と
こ
ろ
で
、
本
史
料
の
特
徴
と
し
て
、
真
宗
僧
侶
が
願
書
や
口
上
書
を
提
出
す

る
に
あ
た
っ
て
自
ら
の
主
張
の
正
当
性
を
証
す
る
た
め
に
参
照
し
た
文
書
や
記
録

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。【
三
】【
四
】【
六
】
〜
【
一
〇
】
が
そ
れ

ら
に
当
た
る
。
こ
の
う
ち
、【
三
】
は
蓮
如
の
御
文
章
や
西
本
願
時
教
団
が
享
保
七

年
（
一
七
二
二
）
に
出
し
た
寺
法
、【
四
】
は
本
史
料
の
事
例
と
同
様
に
真
宗
僧
侶

に
よ
る
在
家
法
談
が
問
題
と
な
っ
た
有
名
な
明
和
の
浜
田
宗
論
の
記
録
の
抜
粋
で

あ
る
が（
全
体
の
翻
刻
は
福
間
光
超
「
近
世
後
期
神
仏
関
係
資
料
『
石
見
公
事
寛
睦
記
』
の
紹

介
」『
伝
道
院
紀
要
』一
一
、一
九
七
一
年
）、【
六
】
〜
【
一
〇
】
は
朝
廷
や
幕
府
（
将
軍
）

が
出
し
た
と
さ
れ
て
い
る
文
書
や
法
令
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
興
味
深
い

一
八

島
根
県
飯
南
町
八
神
・
明
眼
寺
蔵
「
講
寄
小
寄
弁
別
記
」
の
紹
介
（
小
林

准
士
・
小
杉
紗
友
美
）
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の
は
、【
九
】【
一
〇
】
が
寛
文
五
年
七
月
一
一
日
に
出
さ
れ
た
紛
れ
も
な
い
幕
府
法

令
で
あ
る
の
に
対
し
、【
六
】
〜
【
八
】
が
偽
文
書
、
偽
法
令
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
こ
と
で
あ
る
。

特
に
【
八
】
は
「
宗
門
檀
那
請
合
之
掟
」
と
の
名
で
寺
院
に
よ
く
残
る
史
料
と

し
て
知
ら
れ
、
近
年
の
朴
澤
直
秀
の
研
究
に
よ
り
テ
ク
ス
ト
に
は
複
数
の
形
態
が

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
本
史
料
に
収
載
さ
れ
た

も
の
は
基
に
な
っ
た
テ
ク
ス
ト
か
ら
第
四
条
が
欠
け
、
十
五
条
目
が
二
つ
に
分
割

さ
れ
た
Ａ－

２
タ
イ
プ
に
当
た
る
こ
と
が
分
か
る（
朴
澤
「
近
世
に
お
け
る
寺
院
関
係
偽
法

令
の
流
布
を
め
ぐ
っ
て
」『
東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要
』
別
冊
「
近
世
政
治
論
叢
」、
二
〇

一
〇
年
）。
次
に
【
七
】
は
、【
二
】
の
願
書
や
【
五
】
の
西
蔵
寺
離
雲
の
口
上
書
で

「
九
十
一
代
伏
見
院
様
院
宣
」
と
し
て
引
か
れ
て
い
る
も
の
で
、
嘉
元
元
年
の
鎌
倉

幕
府
に
よ
る
一
向
衆
停
止
の
際
に
唯
善
が
偽
作
し
た
文
書
に
手
を
加
え
た
か
た
ち

に
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る（
前
掲
二
〇
一
三
年
拙
稿
参
照
）。
ま
た
、【
八
】
は
同
じ
く

【
五
】
で
は
「
人
皇
八
十
九
代
亀
山
院
様
院
宣
」
と
し
て
引
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ

る
が
、
文
永
九
年
（
一
二
七
二
）
に
大
谷
廟
が
で
き
た
ば
か
り
の
時
点
で
朝
廷
が

「
本
願
寺
」
と
い
う
寺
名
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
点
な
ど
か
ら
偽
文

書
と
見
ら
れ
る（
寛
政
三
年
成
立
の
玄
智
『
大
谷
本
願
寺
通
紀
』
巻
十
二
﹇『
真
宗
全
書
』
六

八
所
収
﹈
に
は
「
亀
山
院
賜
寺
号
勅
書
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
る
が
、「
未
詳
出
拠
」
と
の
注
記
が

付
さ
れ
て
い
る
）。

【
二
】
の
願
書
や
【
五
】
の
口
上
書
で
は
、
例
え
ば
【
八
】
の
う
ち
、
第
七
条
の

談
義
説
法
に
関
す
る
箇
条
を
引
く
な
ど
、
こ
れ
ら
偽
文
書
、
偽
法
令
を
駆
使
し
て

自
分
た
ち
の
主
張
の
正
当
性
の
根
拠
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
僧
侶
に
よ
る
在

家
に
お
け
る
法
談
は
、
広
瀬
藩
の
よ
う
に
規
制
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
っ
た
活
動
で
、

【
四
】
の
史
料
で
も
問
題
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、【
一
〇
】
の
幕
令
の
第
四
条
「
借

在
家
構
仏
壇
不
可
求
利
用
事
」
に
も
抵
触
す
る
と
見
な
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
っ
た

活
動
で
も
あ
っ
た
が
、
国
家
権
力
に
よ
り
公
認
さ
れ
た
活
動
で
あ
る
こ
と
を
、
偽

文
書
、
偽
法
令
の
駆
使
や
幕
令
の
独
自
の
解
釈
を
通
じ
て
、
真
宗
僧
侶
た
ち
は
主

張
し
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
も
さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
事
の
経
緯
を
見
て
分
か
る
よ
う
に
、
そ
の
よ

う
な
彼
ら
の
論
法
が
広
瀬
藩
か
ら
特
に
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
近
世
の
個
別
領
主
権
力
が
、
文
書
や
法
令
の
真
偽
、
依
拠
す
べ
き
法

令
の
解
釈
を
、
必
ず
し
も
厳
密
に
判
定
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
そ

う
い
う
意
味
で
は
、
本
史
料
は
武
家
法
と
寺
院
法
と
の
関
係
な
ど
、
近
世
の
法
秩

序
を
探
る
と
い
う
面
で
も
興
味
深
い
事
例
を
提
供
す
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
凡
例
）

一
、
翻
刻
し
た
史
料
「
講
寄
小
寄
弁
別
記
」
は
、
島
根
県
飯
南
町
八
神
・
明
眼
寺

の
所
蔵
で
あ
る
。

一
、
史
料
の
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
原
則
と
し
て
旧
字
体
を
新
字
体
に
改
め
た
。

一
、
本
史
料
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
個
々
の
文
書
に
適
宜
番
号
を
付
し
た
（【
一
】
〜

【
二
三
】）。

一
、
読
者
の
便
を
は
か
る
た
め
、
本
文
に
は
適
宜
読
点
（
、）
や
並
列
（
・
）
を
加

え
た
。

一
、
異
体
字
・
俗
字
・
略
字
・
合
字
の
う
ち
、
扣
（
ひ
か
え
）、
�
（
よ
り
）、
并

（
な
ら
び
）
に
つ
い
て
は
そ
の
ま
ま
と
し
た
。

一
、
誤
字
と
思
わ
れ
る
箇
所
に
は
傍
ら
に
（
マ
マ
）
と
注
記
し
た
。

一
、
抹
消
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
、
■
と
す
る
か
、
左
側
に
�
（
見
せ
落
ち
）
の
記

号
を
付
し
た
。

一
、
変
体
仮
名
は
現
行
の
字
体
に
改
め
た
が
、
助
詞
等
に
用
い
ら
れ
る
者
（
は
）・

与
（
と
）・
江
（
へ
）・
而
（
て
）・
茂
（
も
）
に
つ
い
て
は
そ
の
ま
ま
と
し
た
。

－２０６－

一
九

島
根
県
飯
南
町
八
神
・
明
眼
寺
蔵
「
講
寄
小
寄
弁
別
記
」
の
紹
介
（
小
林

准
士
・
小
杉
紗
友
美
）



一
、
く
り
か
え
し
記
号
に
つ
い
て
は
、
漢
字
は
「
々
」、
平
仮
名
は
「
ゝ
」、
片
仮

名
は
「
ヽ
」
を
用
い
た
。

（
付
記
）

本
史
料
の
解
読
・
翻
刻
は
小
杉
紗
友
美
（
島
根
県
石
見
銀
山
世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー

嘱
託
）
が
担
当
し
、
解
読
の
チ
ェ
ッ
ク
と
校
正
お
よ
び
解
説
の
執
筆
は
小
林
が
担

当
し
た
。
な
お
、
本
稿
は
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
若
手
研
究
Ｂ
（
課
題
番
号
二

一
七
二
〇
二
三
三

代
表
小
林
准
士
）
の
成
果
で
あ
る
。

（
謝
辞
）

本
史
料
の
翻
刻
に
つ
い
て
ご
許
可
い
た
だ
き
ま
し
た
明
眼
寺
菅
龍
昭
氏
に
対
し
、

こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

二
〇

島
根
県
飯
南
町
八
神
・
明
眼
寺
蔵
「
講
寄
小
寄
弁
別
記
」
の
紹
介
（
小
林

准
士
・
小
杉
紗
友
美
）
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（
表
紙
）「（
貼
紙
）「
子
路
一
」

講
寄
小
寄
弁
別
記
」

【
一
】

一
、
近
来
百
姓
町
人
共
之
内
講
寄
と
名
付
寄
集
り

費
等
有
之
趣
先
達
而

相
聞
、
銘
々

家
業
第
一
ニ

可
心
掛
事
、
別
而
百
姓
ハ
農
業
第
一
可
致
出
情
事
、
日
之
中
ハ
勿
論

之
儀
夜
分
ニ
而
も
右
体
講
寄
い
た
し
夜
を
更
し
候
得
者
翌
日
労
も
有
之
、
自
然

と
耕
作
疎
ニ
相
成
衰
微
之
基
ニ
候
、
銘
々
信
心
ハ
胸
中
ニ

可
有
之
儀
、
然
を
家
業

之
障
ニ

相
成
候
様
ニ

成
行
候
而
者
、
仮
令
当
時
内
証
不
致
難
儀
者
た
り
共
召
遣
ひ

或
ハ
雇
人
ニ
耕
作
任
置
候
様
ニ
罷
成
、
田
地
劣
故
甚
以
御
不
為
之
儀
其
上
追
々

ニ
者
先
祖
�
譲
り
候
地
所
を
も
相
放
シ
不
孝
之
罪
不
軽
事
ニ
候
、
尤
仏
神
疎
ニ

可
仕
様
ハ
全
無
之
心
中
之
信
仰
肝
要
ニ

而
農
業
随
分
出
情
シ
先
祖
親
族
之
年
廻
施

物
等
或
ハ

氏
神
祭
礼
初
穂
等
年
始
中
元
其
外
寺
社
家
之
諸
勤
前
々
�
致
来
之
通
、

猶
追
々
任
力
相
増
候
様
ニ
心
掛
候
得
者
、
自
然
と
神
明
仏
陀
之
加
護
ハ
可
有
儀

ニ
候
、
若
又
強
而
致
講
寄
度
輩
有
之
候
ハ
其
旨
書
付
を
以
願
出
候
ハ
ヽ
評
儀
之

上
可
及
沙
汰
候
、
無
届
し
て
寄
集
候
儀
有
之
候
ハ
ヽ
、
其
村
庄
屋
年
寄
五
人
頭

町
方
ハ
年
寄
目
代
五
人
頭
�
人
別
名
前
相
記
早
速
可
申
訴
事

右
之
通
町
方
在
々
谷
奥
ニ
至
迄
不
洩
様
急
度
可
申
触
候
、
以
上

午
十
月

小
笹
伊
右
衛
門

内
藤
準
平

熊
谷
四
郎
五
郎

三
沢
卯
左
衛
門

大
与
頭
平
左
衛
門
殿

与
頭

庄
右
衛
門
殿

与
頭

又
右
衛
門
殿

今
度
御
別
紙
御
触
書
被
召
出
候
ニ
付
則
相
廻
シ
候
村
々
町
方
共
ニ
入
念
写
置
、

次
村
江

刻
付
を
以
早
々
相
廻
シ

末
�
態
飛
脚
を
以
早
々
頓
原
江
持
セ
可
被
申
候

一
、
右
御
触
之
趣
下
歩
行
共
ニ
而
何
と
な
く
触
申
候
而
中
々
行
届
申
事
ニ

而
者
有
間

敷
候
間
、
端
々
谷
奥
之
者
迄
も
不
残
庄
屋
所
江
呼 イ

タ
シ� 出寄

村
役
人
得
斗
合
点
之
参
ル

様

可
被
申
聞
候
、
猶
又
講
寄
抔
押
而
致
度
も
の
有
之
候
ハ
ヽ
触
書
之
通
人
別
相
記

願
書
差
出
可
然
候
、
是
等
之
儀
も
兎
角
間
違
心
得
違
無
之
様
可
申
聞
候
、
以
上

午
十
月
三
日

��

私
云
三
日
ハ
ナ
グ
リ
廻
始
ニ
テ
五
日
夜
七
ツ
時
頓
原
庄
屋
丈
助
方
へ
廻
り
戻
り
、
八
日
赤

名
�
与
頭
所
へ
贈
戻
し
申
候

与
頭

又
右
衛
門

与
頭

庄
右
衛
門

大
与
頭
平
左
衛
門

村
々
庄
屋
町
目
代
等
あ
て

【
二
】

乍
恐
奉
断
一
札

一
、
今
度
御
郡
中
へ
御
教
示
被

仰
出
有
之
候
趣
ハ
講
寄
と
名
付
打
集
費
も
出
来

致
し
家
業
之
障
り
ニ
も
相
成
申
由
御
聞
ニ

達
シ

候
ニ
付
、
以
後
ニ

お
い
て
ハ
在
町
共

ニ
役
人
中
江

相
断
り

候
様
御
示
被
仰
出
候
と
粗
風
説
承
り
申
候
、
然
所
下
々
之
者

共
心
得
違
浄
土
真
宗
小
寄
御
差
止
メ

之
様
ニ
聞
請
候
趣
ニ

而
、
扨
々
気
之
毒
ニ

奉
存

候
、
併
拙
寺
共
ニ

お
ゐ
て
ハ
小
寄
之
儀
ニ

而
者
有
御
座
間
敷
、
定
而
観
音
講
、
日

待
講
、
月
待
講
、
庚
申
待
講
、
恵
美
須
講
、
金
毘
羅
講
抔
と
名
付
寄
集
候
類
費

多
キ
事
共
ニ

而
御
示
シ

被
仰
出
候
事
哉
と
奉
察
候
得
共
、
門
徒
之
者
共
心
得
違
申

事
歎
敷
奉
存
、
無
拠
御
断
申
上
候

一
、
浄
土
真
宗
小
寄
之
儀
者
大
概
組
合
十
軒
位
一
ヶ
月
ニ

一
度
当
番
廻
し
ニ
法
座
を

－２０４－

二
一

島
根
県
飯
南
町
八
神
・
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寺
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小
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催
シ
、
宗
法
を
教
示
仕
候
の
ミ
ニ

而
造
作
ヶ
間
敷
事
一
向
無
御
座
候
、
尚
倹
約
筋

専
ラ

相
示
申
候
趣
ハ
別
紙
演
説
書
を
以
申
上
候
、
尤
小
寄
之
儀
者
宗
門
第
一
之
法

式
ニ
し
て

人
皇
九
十
一
代
伏
見
院
様
御
勅
免
ニ

而

東
照
宮
様
宗
門
御
し
ら
べ
以
来
諸
宗
別
段
之
御
定
法
と
し
て
公
方
様
御
代
替
之

節
宗
法
堅
相
守
り

寺
役
無
懈
怠
門
徒
勧
化
疎
略
仕
間
敷
旨
数
ヶ
條
之
誓
詞
血
判
ニ

而御
本
山
江

御
請
取

御
門
跡
�
江
戸
表
江

被
差
出
候
、
依
之

大
祖
親
鸞
聖
人
正
統
之
宗
儀
少
も
違
背
仕
間
敷
條
、
連
年
厳
重
之
御
下
知
ニ
御

座
候
、
然
者

御
勅
免
と
申

御
大
法
と
申
浄
土
真
宗
之
法
式
ハ
諸
宗
格
別
ニ

御
座
候
、
然
を
門

レ
タ
ル

カ

タ
リ

リ

徒
共
右
体
心
得
違
申
候
而
者
法
意
廃
時
ハ

万
邪
不
レ

閑
、

法
意
ハ

則
為
レ

国
為
レ

代
と
御
座
候

上
宮
皇
子
之
御
宣
旨
ニ
も
相
当
り
、
且
ハ
諸
宗
法
式
不
可
相
乱
條
之

仰
ニ
も

自
然
と
相
背
申
様
ニ
可
相
成
哉
と
呉
々
歎
敷
奉
存
候
、
何
卒
当
宗
門
法
式
之
儀

者
別
段
御
定
法
之
趣
御
郡
中
門
徒
共
江

被
為
及

御
沙
汰
被
下
候
様
幾
重
ニ
も
御

歎
奉
願
候
、
以
上

十
月

天
明
六
丙
午

年
十
月
六
日

真
行
寺
無
住

頓
原
ニ
テ

差
上
申
候

代
判

明
覚
寺
印

西
蔵
寺
看
司
離
雲

蓮
光
寺
無
住

持
参
人 �����

明
眼
寺
住
持
龍
乗

代
判

真
向
寺
印

西
蓮
坊
住
持
慈
敬

乗
空
寺
印

端
瑞
書判

法
林
寺
印

恵
照
書判

西
雲
寺
印

智
霊
書判

常
信
寺
印

正
雲
書判

明
覚
寺
印

乾
外
書判

福
蔵
坊
印

管
�
書判

真
向
寺
印

智
空
書判

浄
円
寺
印

旭
峯
書判

一
念
寺
印

慧
浄
書判

西
蓮
坊
印

慈
敬
書判

西
正
寺
印

霊
覚
書判

安
楽
寺
印

専
心
書判

明
眼
寺
印

龍
乗
書判

西
蔵
寺
印

看
司

離
雲
書判

二
二

島
根
県
飯
南
町
八
神
・
明
眼
寺
蔵
「
講
寄
小
寄
弁
別
記
」
の
紹
介
（
小
林

准
士
・
小
杉
紗
友
美
）
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三
沢
卯
左
衛
門
殿

私
云
今
年
ヨ
リ
此
人
郡
奉
行
ニ
テ
寺
社
兼
帯

【
三
】演

説
書
上
巻

一
、
真
宗
門
教
化
之
肝
要
ハ

御
本
山
八
世
ノ
善
知
識
蓮
如
上
人
之
御
文
章
と
申

而
八
十
余
通
之
法
語
御
座
候
、
寺
院
及
在
家
共
ニ
説
法
之
終
ニ
致
拝
読
、
勿
論

其
教
化
も
右
御
文
之
意
趣
を
述
申
事
ニ
御
座
候
、
其
中
明
応
七
年
二
月
廿
五
日

小
寄
人
数
之
中
江

御
示
シ

の
御
文
ニ

云
、
毎
月
両
度
ノ
寄
合
ノ
由
来
ハ
ナ
ニ
ノ

タ

メ
ゾ
ト

イ
フ
ニ

サ
ラ
ニ
他
ノ
コ
ト
ニ
ア
ラ
ズ
、
自
身
ノ
往
生
極
楽
ノ
信
心

獲
得
ノ
タ
メ
ナ
ル
ガ
ユ
ヘ
ナ
リ
、
シ
カ
レ
バ
往
古
ヨ
リ
今
ニ
イ
タ
ル
マ
デ
毎
月

ノ
寄
合
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
イ
ヅ
ク
ニ
モ
コ
レ
ア
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
サ
ラ
ニ
信
心
ノ

沙
汰
ト
テ
ハ
カ
ツ
テ
モ
テ
コ
レ
ナ
シ
、
コ
ト
ニ
近
年
ハ
イ
ヅ
ク
ニ
モ
寄
合
ノ
ト

キ
ハ
タ
ヾ
酒
飯
茶
ナ
ン
ド

バ
カ
ニ
テ
ミ
ナ
�
�
退
散
セ
リ
、
コ
レ
ハ
仏
法
ノ
本

意
ニ
ハ
シ
カ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
次
第
ナ
リ

一
、
文
明
七
年
七
月
十
五
日
ノ
御
文
云
、
神
社
ヲ
カ
ロ
シ
ム
ベ
カ
ラ
ズ
、
諸
仏
菩

薩
ナ
ラ
ビ
ニ
諸
堂
ヲ
カ
ロ
シ
ム
ベ
カ
ラ
ズ
、
諸
宗
諸
法
ヲ
誹
謗
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、

守
護
地
頭
ヲ
疎
略
ニ
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
カ
ギ
リ
ア
ル
年
貢
所
当
ヲ
具
ニ
沙
汰
シ
、

ソ
ノ
ホ
カ
仁
義
礼
智
信
ヲ
モ
テ
本
ト
ス
ベ
シ
、
当
流
ニ
タ
ツ
ル
ト
コ
ロ
ノ
他
力

信
心
ヲ
ハ
内
心
ニ
フ
カ
ク
決
定
ス
ヘ
シ
等
ノ
御
掟
数
ヶ
所
ニ

及
御
示
シ

御
座
候

一
、
又
文
明
五
年
九
月
中
旬
の
御
文
ニ

云
、
此
方
念
仏
者
ノ
坊
主
達
仏
法
ノ
次
第
モ

テ
ノ
ホ
カ
相
違
ス
、
ソ
ノ
ユ
ヘ
ハ
門
徒
ノ
カ
タ
ヨ
リ
モ
ノ
ヲ
ト
ル
ヲ
ヨ
キ
弟
子

ト
云
ヒ

、
コ
レ
ヲ
信
心
ノ
人
ト
イ
ヘ
リ
、
コ
レ
大
キ

ナ
ル
ア
ヤ
マ
リ
ナ
リ
、
マ
タ

弟
子
ハ
坊
主
ニ

モ
ノ
ヲ
ダ
ニ
モ
多
ク

マ
イ
ラ
セ
バ
、
ワ
ガ
チ
カ
ラ

カ
ナ
ハ
ズ
ト

モ
坊
主
ノ
チ
カ
ラ
ニ
テ
タ
ス
カ
ル
ベ
キ
ヤ
ウ
ニ
オ
モ
ヘ
リ
、
コ
レ
モ
ア
ヤ
マ
リ

ナ
リ
、
カ
ク
ノ
ゴ
ト
ク
坊
主
ト
門
徒
ノ
ア
ヒ
ダ
ニ
オ
イ
テ
サ
ラ
ニ
当
流
ノ
信
心

ノ
コ
ヽ
ロ
ヘ
ノ
分
ハ
一
ツ

モ
ナ
シ
、
ア
サ
マ
シ
ヤ
、
師
弟
ト
モ
ニ
極
楽
ニ
ハ
往
生

セ
ズ
シ
テ
、
ム
ナ
シ
ク
地
獄
ニ
オ
チ
ン
コ
ト
ハ
ウ
タ
ガ
ヒ
ナ
シ
、
ナ
ゲ
キ
テ
モ

ナ
ヲ
ア
マ
リ
ア
リ

カ
ナ
シ
ミ
テ
モ

ナ
ヲ
フ
カ
ク
カ
ナ
シ
ム
ベ
シ
ト
云
云

一
、
真
宗
法
要
巻
廿
二
ニ

云
、
御
文
ハ
コ
レ
凡
夫
往
生
ノ
鏡
ナ
リ
、
御
文
ノ
ウ
ヘ
ニ

法
門
ア
ル
ベ
キ
ヤ
ウ
ニ
オ
モ
フ
人
ア
リ
、
大
ナ
ル
誤
ナ
リ
云
云

右
之
通
宗
門
安
心
掟
之
趣
代
々
也
、

御
門
跡
奥
書
判
形
を
御
居
被
成
御
免
御
座

候
而
師
旦
共
ニ

急
度
相
守
申
事
ニ

御
座
候
、
猶
又
享
保
七
年
寅
九
月
従

本
山
末
派

之
寺
院
へ
被

仰
渡
候
十
一
ヶ
條
之
掟
ニ

云

掟

一
、
宗
門
者
子
孫
相
続
之
風
儀
故
其
寺
血
脈
之
者
ハ
不
学
無
才
と
い
へ
ど
も
一
寺

之
住
職
と
し
て
数
多
之
旦
那
を
領
ず
、
然
ル
ニ
身
の
程
を
し
ら
ず
猥
り
ニ
高
ふ

り
て
礼
儀
ニ
違
ひ
上
を
犯
し
、
下
を
あ
な
と
る
働
を
成
す
べ
か
ら
ず
、
若
不
如

法
之
族
於
有
之
者
住
職
か
な
ふ
べ
か
ら
� ザず
る
事

一
、
惣
而
法
事
の
勤
方
随
分
不
実
無
之
様
ニ
執
行
い
た
す
べ
し
、
名
利
の
た
め
ニ

教

化
を
企
不
浄
説
法
の
咎
を
招
へ
か
ら
ず
、
古
来
�
掟
の
ご
と
く

公
儀
之
御
政

道
并

領
主
之
制
禁
を
守
り
国
恩
を
弁
へ
知
る
様
ニ
教
化
い
た
す
べ
し
、
且
又
教
化

不
違
様
ニ

本
山
ニ

而
修
学
い
た
す
べ
き
旨
掟
有
之
所
、
近
年
其
儀
を
守
ら
ず
猥

り
ニ
抄
物
を
管
見
し
教
意
ニ

背
き
、
自
他
を
誤
ル

事
歎
敷
候
、
�為
�後
自
今
相
改
本

山
講
談
所
ニ

お
ゐ
て
力
を
尽
し
修
学
す
べ
き
事

一
、
奢
を
退
る
者
在
家
出
家
一
同
之
事
ニ

候
得
共
、
僧
者
他
の
信
施
ニ

而
相
立
候
得

者
、
弥
倹
約
ニ
随
ふ
べ
し
、
衣
体
者
麁
服
を
用
ひ
惣
而
無
益
之
費
を
い
と
ひ
興

隆
仏
法
を
本
と
す
べ
き
事

一
、
霊
仏
霊
宝
開
帳
と
申
事
、
人
を
し
て
其
勝
縁
ニ

逢
し
め
ん
と
存
ば
、
左
も
あ
る

べ
し
、
但
昔
よ
り
其
寺
ニ

在
来
ざ
る
古
器
書
画
な
ど
他
よ
り
借
集
め
真
偽
混
雑
し
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て
人
を
欺
き
施
財
を
貪
り

候
事
、
不
実
之
到
ニ

候
、
此
類
向
後
急
度
可
令
停
止
事

一
、
宗
門
之
僧
侶
ハ
在
家
ニ
等
し
き
風
儀
ニ
候
得
者
、
随
分
相
慎
放
逸
を
い
ま
し

め
沙
門
ニ

不
似
合
業
一
切
い
た
す
べ
か
ら
ず
、
た
と
ひ
俗
輩
誘
引
た
り
と
も
漁
猟

の
遊
に
交
る
べ
か
ら
さ
る
事

一
、
強
縁
又
ハ
内
縁
ニ
取
入

本
山
寺
法
之
乱
候
を
も
不
顧
、
無
筋
目
願
ひ
を
い

た
す
事
先
年
申
渡
候
、
向
後
違
背
之
輩
ハ
可
加
重
罸
事

一
、
檀
家
よ
り
頼
ま
れ
寺
�
斎
非
時
営
ミ
出
す
時
節
、
僧
者
亭
主
之
様
ニ
成
、
遊

興
之
席
の
ご
と
く
も
て
な
す
よ
し
本
意
を
失
ひ
候
、
旦
方
法
義
ニ
疎
き
輩
江

者
孝

養
報
恩
之
道
を
演
へ
聞
し
め
法
事
の
実
儀
有
之
様
可
相
勤
、
膳
部
者
一
汁
三
菜

至
而
重
き
法
事
ハ
五
菜
た
る
べ
し
、
酒
ハ
二
三
献
ニ

而
相
止
可
申
事

一
、
宗
門
之
安
心
に
秘
密
い
た
す
事
、
曽
而
以
無
之
処
他
の
見
聞
を
憚
り

ひ
そ
か
に

法
義
を
談
し
人
を
惑
す
族
有
之
由
以
之
外
僻
事
也
、
若
左
様
之
輩
於
有
之
者
其

遂

所
之
法
類
よ
り
急
度
○

吟
味
法
義
正
路
ニ

相
改
り

候
様
可
致
事

一
、
他
国
江

立
越
致
説
法
財
施
を
貪
る
事
古
来
よ
り
堅
制
す
と
い
へ
と
も
今
以
端
々

有
之
由
不
届
之
至
ニ

候
、
急
度
可
令
停
止
、
但
末
寺
廻
り

者
格
別
之
事
故
本
寺
又

ハ
触
頭
へ
相
届
ヶ
可
受
指
図
事

一
、
不
依
何
事
和
順
に
し
て
諍
論
な
き
様
ニ

い
た
す
べ
し
、
就
中
公
辺
江

訴
無
之
様
ニ

可
相
嗜
事
、
但
シ

有
来
之
敷
地
山
林
他
よ
り
被
掠
候
歟
或
者
理
不
尽
之
難
題
申
掛

ら
れ
候
時
者
格
別
之
事
ニ
候
、
然
ル
時
者
穏
便
ニ
取
扱
人
之
痛
ミ

無
之
様
い
た
す

べ
き
事

一
、
兼
而
申
渡
候
通
り
改
派
之
者
有
之
節
ハ
御
太
法
有
之
候
得
共
、
其
品
不
届
ニ

而

者
何
方
迄
も
可
遂
糺
明
、
一
寺
一
庵
之
離
背
を
惜
ミ
憤
り
て
の
事
ニ

者
あ
ら
ず
、

御
政
道
ニ

も
無
障
り
寺
法
も
相
立
候
に
と
の
事
ニ
候
得
者
、
触
頭
或
者
上
寺
近
隣

之
僧
徒
随
分
委
細
ニ

可
吟
味
事
ニ

候

右
之
條
々
急
度
可
相
守
、
若
違
犯
之
輩
於
有
之
者
遂
糺
明
越
度
可
申
附
者
也

享
保
七
年

寅
九
月

右
被

仰
出
候
節
御
連
署
之
写

端
書
無
之

一
筆
令
啓
達
候
、
先
以

両
御
門
跡
様
益
御
機
嫌
克
被
為
成
御
座
候
間
可
為
太
慶

候
、
今
度
就

御
公
儀
之
御
沙
汰
有
之
、
別
紙
之
通
以

御
條
目
被

仰
出
候
、
尤
重
き
御
制
法

ニ
候
間
向
後
違
背
無
之
様
急
度
可
被
相
守
候
、
右
依

仰
如
此
候
、
不
宣

九
月

池
永
外
記

横
田
内
膳

院
家
衆
中

（
蔵
書
印
）

内
陣
衆
中

雲
州

余
間
衆
中

明
眼
寺

飛
檐
衆
中

八
神

国
絹
袈
裟
衆
中

惣
坊
主
衆
中

右
之
通
当
宗
門
掟
之
趣
荒
増
書
写
奉
入
御
覧
候
、
以
上

十
月是

ハ
前
之
願
書
同
時
ニ
差
出
申
候
、
持
参
人
右
同
断

【
四
】演

説
書
下
巻

明
和
五
年
石
州
浜
田
ニ
お
ゐ
て
浄
土
真
宗
顕
正
寺
并

光
西
寺
と
浄
土
宗
三
ヶ

宗

寺
、
真
言
■
一
ヶ
寺
、
禅
宗
五
ヶ
寺
と
差
縺
ニ
付
江
戸
寺
社
御
奉
行
所
ニ

お
ゐ
て
御
調
べ

之
趣
、
顕
正
寺
役
僧
寛
睦
よ
り

御
本
山
へ
差
上
候
記
録
之
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内○

寺
社
御
奉
行
土
岐
美
濃
守
様
役
所
ニ

而
御
乞
ニ
よ
り
て
真
宗
勧
化
之
趣
申

上
候
旨
書
置
申
候
写
シ
奉
入
御
覧
候

一
、
八
月
廿
一
日
寛
睦
御
吟
味
有
之
候
砌
土
岐
殿
云
、
石
州
ニ

而
在
家
法
談
と
云
ハ

江
戸
ノ
町
道
場
と
同
事
か
、
光
西
寺
云
、
浜
田
ニ
者
町
道
場
者
一
ヶ
所
も
無
御

（
マ
マ
）

座
候
、
寛
睦
云
、
在
家
法
談
と
候
ハ
本
願
寺
八
代
目
の
住
職
蓮
如
上
人
、
浄
土

真
宗
の
安
心
作
業
在
家
無
智
の
族
相
心
得
易
キ
様
八
十
通
余
の
法
語
を
被
認
置

て
、
是
を
真
宗
安
心
の
手
鏡
ト
シ
テ
代
々
御
門
主
�
諸
国
の
末
寺
門
徒
江
被
致

（
マ
マ
）

免
許
候
、
寺
院
へ
道
を
隔
、
家
業
ニ
暇
を
不
得
、
法
義
無
沙
汰
ニ
暮
て
候
門
徒
、

其
所
ニ
而
右
之
法
語
之
趣
無
智
之
ウ
バ
カ
ヽ
マ
デ
モ
合
点
致
易
キ
様
ニ
申
聞
候
、

是
を
法
談
と
も
教
化
共
申
候
、
右
八
十
通
余
の
法
語
ハ
弥
陀
願
力
を
頼
ミ
称
名

念
仏
し
て
極
楽
往
生
の
一
定
ヲ
教
ル
の
ミ
に
あ
ら
ず
、
念
仏
者
の
心
の
持
様
身

の
ふ
る
舞
安
心
行
状
共
ニ
念
比
ニ
示
さ
れ
、
六
ヶ
條
八
ヶ
條
の
條
目
ヲ
立
テ
ヽ
、

後
生
を
大
事
ニ
思
ひ
、
弥
陀
の
本
願
を
信
し
て
念
仏
申
身
の
上
ハ
王
法
を
以
表

と
致
シ
、
内
心
ニ
深
ク
宗
門
の
法
義
ヲ
貯
へ
、
吾
そ
仏
法
者
な
り
と
姿
ニ

そ
の
色

を
か
ざ
ら
ず
、
諸
神
諸
仏
を
不
可
軽
賤
、
諸
法
諸
宗
を
ヒ
ホ
ウ
仕
ル
ナ
、
守
護

地
頭
を
疎
略
ニ
存
ル

ナ
、
年
貢
諸
役
ニ

至
迄
つ
ぶ
さ
ニ

沙
汰
仕
レ

と
右
之
法
語
に
具

に
示
シ
オ
カ
セ
ラ
レ
候
趣
キ
を
猶
又
耳
近
ニ

申
聞
せ
候
、
是
を
在
家
法
談
と
申
候
、

ゴ

右
之
法
語
ハ
真
宗
安
心
の
手
鏡
此
法
語
之
趣
無
相
違
相
心
得
候
を
真
宗
安
心
の

正
義
と
定
メ
、
若
少
ニ
而
も
相
違
之
儀
を
取
�
候
者
有
之
時
者
是
を
秘
事
法
門

と
名
ヶ
、
急
度
吟
味
仕
候
事
ニ
御
座
候
、
土
岐
殿
云
、
秘
事
法
門
ト
ハ
何
事
ソ
、

寛
睦
云
、
右
免
許
之
法
語
を
安
心
の
正
義
と
定
メ
、
其
正
義
の
安
心
を
取
違
、

ア
ヱ

右
之
法
語
ニ
致
相
違
候
儀
を
取
�
候
者
有
之
時
者
、
夫
を
秘
事
法
門
と
申
候
而

吟
味
仕
事
ニ
御
座
候
、
土
岐
云
、
其
方
共
宗
体
ニ
而
小
寄
ト
云
フ
ハ
如
何
様
の

儀
ぞ
、
寛
睦
云
、
是
ハ
一
組
々
々
ニ

人
数
を
定
一
ヶ
月
ニ
一
度
当
番
廻
シ
ニ
仕
、

右
之
人
数
の
者
へ
対
シ
先
段
ニ
申
上
候
法
語
の
趣
を
申
聞
セ
候
、
毎
月
寄
合
の

法
語
ト
申
而
八
十
通
の
内
小
寄
講
中
へ
示
シ
ノ
法
語
各
別
ニ
御
座
候
、
土
岐
殿

云
、
其
席
デ
ハ
各
別
ニ
馳
走
す
る
か
、
寛
睦
云
、
麁
飯
供
養
仕
候
も
の
も
御
座

候
、
茶
一
杯
ふ
る
ま
い
申
程
の
儀
無
御
座
候
而
も
法
義
ハ
示
シ
申
候
、

法
義

ヲ
教
ル
坊
主
ニ
銭
デ
モ
呉
ル
事
か
、
寛
睦
云
、
五
分
或
ハ
三
分
法
礼
仕
候
者
も

者
モ

御
座
候
、
又
一
銭
も
法
礼
得
い
た
さ
ぬ
○

御
座
候
、
又
五
銭
三
銭
ツ
ヽ
ツ
ナ
ギ
、

盆
正
月
ニ
右
之
法
礼
と
し
て
と
ゞ
け
を
仕
ル

者
も
御
座
候
、
一
銭
の
法
礼
得
致
さ

ぬ
者
ニ
も
法
義
の
示
ハ
仕
事
ニ
御
座
候
、
土
岐
殿
云
、
小
寄
ニ
ハ
懸
銭
ニ

而
も
す

る
事
か
、
寛
睦
云
、
本
山
免
許
の
法
語
の
趣
キ

聴
聞
仕
ル
ニ

付
門
徒
ハ

御
門
主
直

の
教
導
ニ
預
ル
同
前
ニ
存
候
而
壱
人
ニ
付
壱
銭
或
ハ
弐
銭
懸
銭
仕
候
、
是
ハ
冥

加
銭
と
名
ヶ
本
山
ニ

上
納
仕
候
事
ニ
御
座
候

此
間
別
事
ニ
御
座
候
故
中
略
仕
候

一
、
極
月
廿
四
日
御
奉
行
所
江
被
召
出
寛
睦
御
吟
味
被
仰
付
候
、
御
奉
行
云
、
浄

土
真
宗
ニ
御
文
章
と
云
も
の
有
之
由
如
何
様
之
儀
を
書
た
る
も
の
ぞ
、
寛
睦
云
、

祖
師
聖
人
浄
土
真
宗
之
安
心
念
仏
者
の
行
状
被
為
示
置
候
趣
、
本
願
寺
八
代
目

の
住
職
蓮
如
上
人
在
家
無
智
の
者
迄
も
心
得
易
キ
様
ニ
耳
近
ニ
被
認
置
候
、
教

化
之
法
語
凡
ソ

八
十
通
御
座
候
、
是
を
御
文
と
申
候
、
御
奉
行
云
、
其
御
文
ハ
書

林
ニ

あ
る
か
、
寛
睦
云
、
曽
而
書
林
ニ
ハ
取
扱
不
申
候
、
代
々
の

御
門
主
名
判

ヲ
被
顕
末
寺
并

門
徒
迄
も
免
許
あ
ら
せ
ら
れ
候
、
御
奉
行
云
、
御
門
主
の
名
判
ハ

何
故
あ
ら
ハ
さ
れ
候
や
、
寛
睦
云
、
右
之
法
語
ハ
浄
土
真
宗
の
安
心
の
骨
目
開

山
親
鸞
聖
人
教
導
之
趣
如
此
少
も
相
違
な
し
と
申
証
拠
の
た
め
名
判
を
置
せ
ら

れ
、
諸
国
之
門
末
江

免
許
被
為
有
候
事
ニ
御
座
候
、
右
之
法
語
を
安
心
の
手
鏡
ニ

仕
、
国
々
末
流
之
者
共
へ
教
化
之
趣
不
相
乱
、
門
徒
之
領
解
違
乱
無
之
様
ニ

と
の

儀
ニ

御
座
候
、
万
一
右
之
法
語
之
趣
ニ

相
違
之
儀
を
取
扱
候
者
ハ
邪
義
と
名
付
末

流
法
中
�
随
分
吟
味
仕
り

本
山
江
及
言
上
急
度
糺
さ
れ
候
、
御
奉
行
云
、
右
の
法
語
一
巻
あ
る
か
、
答
云
、
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五
巻
御
座
候
、
御
奉
行
云
、
右
之
法
語
を
持
参
し
た
か
、
答
云
、
遠
国
之
儀
故

持
参
不
仕
、
さ
り
な
が
ら
本
願
寺
両
派
末
々
の
寺
院
迄
も
皆
所
持
仕
居
申
候
、

浅
艸
本
願
寺
輪
番
江

申
遣
候
而
も
早
速
落
手
仕
儀
ニ

御
座
候
、
御
奉
行
云
、
浄
土

真
宗
ニ

在
家
法
談
と
云
ふ
ハ
如
何
様
成
儀
ぞ
、
答
云
、
家
業
ニ

い
と
ま
な
く
疎
々

敷
徒
ニ
月
日
ヲ
送
り

候
在
家
門
葉
之
類
に
対
シ
、
右
之
法
語
之
趣
猶
耳
近
ニ

演
説

仕
法
義
を
相
示
し
申
候
、
御
奉
行
云
、
在
家
ニ
而
法
談
之
節
他
宗
之
檀
那
も
参

詣
し
て
聴
聞
致
か
一
向
他
宗
ニ
者
聞
せ
ぬ
か
、
答
云
、
浄
土
真
宗
の
法
義
ハ
秘

密
口
伝
を
以
相
伝
不
申
候
得
者
一
向
他
宗
ニ
ハ
聞
せ
ぬ
と
申
儀
も
無
御
座
候
、

併
門
徒
教
化
の
た
め
の
法
座
ニ
而
御
座
候
得
者
、
此
方
�
他
宗
を
招
キ
候
儀
も

無
御
座
候
、
在
家
ニ
而
説
法
之
儀
兼
而
�
之
停
止
、
在
家
を
借
仏
壇
を
か
ま
へ

利
養
を
不
可
求
の
寛
文
年
中
の
條
目
を
存
テ
居
ル
歟
、
答
テ
云
、
私
ニ
限
ラ
ズ

真
宗
の
門
流
の
輩
諸
宗
江
御
下
知
之
條
目
之
通
り
随
分
奉
畏
罷
居
候
、
御
奉
行

云
、
然
ハ
在
家
ニ
而
法
談
の
節
利
養
を
求
ル
儀
者
な
い
か
、
答
云
、
当
宗
門
ニ

於
テ
在
家
法
談
の
儀
ハ
御
法
度
被
仰
出
候
説
法
談
議
と
ハ
別
段
之
儀
御
座
候
、

ヲ

他
宗
門
に
於
テ
未
来
成
仏
の
為
レ

立
二

願
行
一

修
二

諸
善
万
行
一

、
様
々
の
教
へ
有
之

様
ニ
相
聞
へ
候
得
共
、
浄
土
真
宗
ニ
限
テ
一
向
専
念
無
量
寿
仏
の
教
ニ

ま
か
せ
念

仏
の
一
行
を
修
シ
、
ア
ナ
カ
チ
ニ
出
家
発
心
之
姿
を
宗
旨
之
本
意
と
教
申
訳
ニ

而
も
無
御
座
候
、
在
家
出
家
男
女
貴
賤
生
レ

付
ヲ

不
改
、
銘
々
の
シ
ヨ
ク
分
ヲ
守
リ

な
か
ら
深
ク

如
来
の
願
力
を
信
シ
行
住
坐
臥
報
恩
謝
徳
の
念
仏
申
候
外
ニ
更
ニ
以

別
ノ
勤
無
御
座
候
、
然
ル
ニ

家
業
ニ

い
と
ま
な
く
候
在
家
の
門
徒
の
類
ヒ

世
事
ニ
貪

下

上

着
仕
法
義
疎
々
敷
念
仏
申
こ
と
も
相
怠
り

候
時
法
レ

仏
ニ
付
世
法
ニ
付
自
然
と
心

得
違
の
儀
の
ミ
出
来
仕
、
明
々
た
る
仏
神
の
冥
慮
を
不
恐
善
悪
因
果
の
道
理
を

不
弁
、
諸
事
人
倫
之
道
を
ワ
ス
レ
善
心
日
々
ニ
疎
く
悪
念
次
第
ニ
増
上
候
而
、

今
生
ニ
而
ハ
諸
天
善
神
の
冥
助
ヲ
ハ
ナ
レ
、
未
来
悪
趣
の
苦
果
ヲ
マ
ネ
キ
、
希

ニ
人
身
ヲ
受
ヶ
あ
ひ
か
た
き
仏
法
に
も
ふ
あ
ひ
な
が
ら
今
生
後
生
共
ニ
取
失
ひ

コ
ノ

候
様
ニ
罷
成
候
、
是
ゆ
へ
に

祖
師
親
鸞
聖
人
末
代
下
根
ノ
時
機
を
カ
ン
ガ
ミ
、

深
ク
仏
教
の
正
意
ヲ
探
テ
易
行
他
力
之
宗
門
ヲ
建
立
シ
た
ま
い
、
門
葉
の
輩
此

法
を
修
す
る
ニ

付
テ

国
家
の
為
メ
費
ヘ
ヲ
ハ
ブ
キ
、
人
の
た
め
ニ
煩
敷
事
ヲ
誡
メ
、

唯
称
名
相
続
ス
ル
一
途
ヲ
以
テ
極
楽
往
生
の
行
業
と
被
為
定
候
、
依
之
門
徒
教

化
の
為
ニ
於
在
家
も
宗
旨
の
正
意
を
示
し
法
義
相
続
仕
候
事
、
祖
師
聖
人
当
宗

門
之
法
式
ニ
テ
全
利
養
の
為
ニ
執
リ

行
ヒ

候
儀
ニ
而
者
無
御
座
候
、
御
奉
行
云
、

於
寺
院
法
談
致
ス
ト
在
家
ニ

而
の
法
談
と
同
じ
事
か
、
格
別
か
、
答
云
、
別
ニ
替

ル
儀
者
無
御
座
候
、
御
奉
行
云
、
寺
院
ニ
而
説
も
在
家
ニ

而
示
タ
モ
法
義
ニ
格
別

不
可
有
、
乍
然
趣
意
ハ
別
れ
て
あ
る
べ
く
、
於
寺
院
ハ
為
利
養
説
法
談
儀
致
候

コ
ト
モ
ア
ル
ベ
シ
、
他
宗
ニ
も
本
堂
修
覆
或
者
本
尊
再
興
等
之
為
ニ

四
十
八
夜
の

談
議
抔
を
致
候
而
、
諸
人
を
集
メ
万
人
の
助
力
ニ
而
願
望
ヲ
調
ル
事
ハ
有
ル
、

寺
院
ニ

而
法
談
の
節
ハ
利
養
ヶ
間
敷
義
か
有
而
も
夫
ハ
諸
宗
一
同
之
事
ニ

而
條
目

の
指
搆
ニ

ハ
不
相
成
、
然
ハ
在
家
法
談
の
義
ハ
趣
意
格
別
ニ

而
少
も
不
拘
利
養
ニ

門

ヲ

徒
共
江
示
二

法
義
一

斗
か
、
答
云
、
御
意
の
如
く
耳
近
ニ
宗
旨
の
正
意
ヲ
相
示
シ
、

法
義
相
続
仕
迄
ニ

而
利
養
の
た
め
ニ

相
勤
候
義
ニ
而
者
無
御
座
候
、
併
八
月
廿
日

の
御
吟
味
之
節
小
寄
講
門
徒
共
懸
銭
等
仕
候
哉
と
御
尋
ニ
付
粗
申
上
候
通
、
門

徒
ハ
本
山
の
門
徒
ニ

而
末
寺
へ
御
預
ヶ
の
格
ニ

而
八
十
通
の
法
語
を
以
テ

御
門
主
御

教
導
の
趣
キ

を
門
徒
江

口
チ

伝
ヘ

仕
迄
御
座
候
故
、
末
派
寺
院
ヲ
手
次
寺
手
次
坊
主

（
マ
マ
）

と
申
候
、
依
之
門
徒
ハ

御
門
主
直
の
教
化
ニ

預
ル

同
前
ニ
存
、
一
月
ニ
五
銭
三

銭
ヲ
冥
加
銭
と
名
付
テ
本
山
江

上
納
仕
候
、
然
共
右
懸
銭
之
義
本
山
�
之
申
付
ニ

而
も
無
御
座
候
、
夫
レ

�
�
の
手
次
寺
�
急
度
取
集
メ

候
儀
ニ

而
も
無
御
座
候
、

前
々
�
右
之
通
ニ

仕
ル
者
ト
門
徒
共
相
心
得
罷
在
候
、
兼
而
言
上
仕
候
儀
故
乍
恐

右
之
段
被
為
思
召
分
被
下
候
様
ニ
申
上
度
奉
存
候
、
御
奉
行
云
、
門
徒
共
心
得
テ

阿
弥
陀
や
御
門
主
へ
指
上
又
ハ

法
義
を
示
ス
坊
主
ニ
遣
分
ハ
何
程
指
出
候
而
も
夫
レ

ハ
志
と
云
も
の
ニ
テ
利
養
デ
ハ
な
ひ
、
在
家
法
談
之
節
仏
ヲ
立
テ
仏
壇
ヲ
カ
ザ

二
六

島
根
県
飯
南
町
八
神
・
明
眼
寺
蔵
「
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寄
弁
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（
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友
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ル
カ
、
答
云
、
私
共
於
宗
旨
ハ
絵
像
の
阿
弥
陀
仏
ヲ
御
門
主
裏
判
ヲ
以
テ
在
家

有

門
徒
の
輩
へ
被
為
○

免
許
安
置
仕
罷
在
候
、
然
ハ
在
家
ニ

而
教
導
の
節
格
別
ニ

仏
壇

ヲ
か
ま
へ
荘
厳
等
仕
候
儀
決
而
無
御
座
候
、
唯
有
べ
か
ゝ
り
於
持
仏
前
教
化
仕

厳
重
ヶ
間
敷
事
無
御
座
候
、
御
奉
行
云
、
門
徒
共
江

申
聞
カ

す
る
法
演
説
致
せ

奉
畏
候

寛
睦
寺
社
奉
行
前
ニ
而
法
談
致
候
趣

阿
弥
陀
如
来
法
蔵
菩
薩
因
位
之
時
愍
念
衆
生
之
大
悲
を
以
四
十
八
の
誓
願
を
立

た
ま
へ
り
、
其
内
浄
土
真
宗
安
心
の
骨
肉
、
凡
夫
往
生
の
真
因
ハ
、
第
十
八
ノ

本
願
則
願
文
ニ
、
設
我
得
仏
十
方
衆
生
至
心
信
楽
欲
生
我
国
乃
至
十
念
若
不
生

者
不
取
正
覚
、
此
願
之
意
ハ
男
女
善
悪
ヲ

不
選
在
家
出
家
の
へ
だ
て
な
く
、
智
慧

を
も
不
磨
、
煩
悩
モ
不
断
罪
業
ニ

の
ミ
朝
夕
ま
と
ひ
ぬ
る
無
願
無
行
の
浅
間
敷
身

の
上
、
自
力
の
迷
情
を
翻
し
て
深
ク
他
力
之
願
海
ニ

帰
シ
、
疑
ヒ
な
く
我
を
一
向

ニ
頼
ミ
念
仏
申
衆
生
ハ
本
願
力
ヲ
以
生
死
海
の
迷
ヲ
転
し
必
安
養
界
に
可
往
生
ス

、

十
方
衆
生
一
人
ニ
而
も
若
シ

往
生
せ
ず
ハ
正
覚
ヲ
不
取
と
、
永
劫
之
間
法
界
之
衆

生
ニ

代
リ
て
諸
の
願
行
を
調
へ
成
就
し
玉
ふ
所
之
功
徳
を
、
名
号
之
六
字
ニ
納
、

凡
夫
往
生
成
就
シ
テ
正
覚
の
仏
体
ニ
顕
し
、
衆
生
ヲ
愍
念
し
給
ふ
事
、
父
母
の

子
を
思
フ

よ
り
も
甚
し
、
依
之
シ
ヤ
カ
如
来
阿
弥
陀
経
の
中
ニ
我
見
是
利
故
説
此

言
ト

説
給
へ
り
、
汝
等
衆
生
煩
悩
悪
業
具
足
せ
る
流
転
生
死
之
浅
間
敷
身
上
弥
陀

の
願
力
ヲ
頼
ミ
一
念
の
信
心
堅
固
ニ

し
て
南
無
阿
弥
陀
仏
ト
称
レ

ハ
、
更
に
別
ニ

六
ヶ
敷
願
行
ヲ
勤
ル
ニ
モ
不
及
、
速
ニ
無
始
生
死
の
迷
ヒ

を
転
シ
易
ク
極
楽
に
往

生
す
る
ぞ
と
釈
迦
が
浮
か
�
�
し
た
事
ヲ
説
と
ハ
思
ふ
な
、
造
悪
愚
痴
之
凡
夫
女

人
往
生
成
仏
ニ

無
疑
、
阿
弥
陀
如
来
大
悲
願
力
之
丈
夫
な
所
を
慥
ニ

見
届
テ

如
此
説

教
ル
ゾ
、
疑
な
く
弥
陀
を
頼
念
仏
申
て
極
楽
往
生
遂
ヶ
よ
と
御
演
説
有
ら
せ
ら

れ
、
其
時
十
方
無
量
の
諸
仏
各
御
舌
ヲ
三
千
界
に
顕
し
、
釈
迦
如
来
の
説
キ

教
へ

給
ふ
こ
と
く
、
念
仏
往
生
の
法
門
少
も
疑
ヒ

ハ
な
ひ
ぞ
と
、
舌
相
壊
爛
の
誓
ひ
を

以
テ
凡
夫
往
生
の
証
拠
ニ

立
給
へ
り
、
然
ハ
本
願
念
仏
の
一
行
ヲ
修
シ
テ
愚
悪
之

凡
夫
疑
な
く
報
土
往
生
ヲ
得
ル

事
ハ
弥
陀
の
願
心
釈
迦
の
金
言
諸
仏
之
証
誠
、
更

に
疑
の
入
ル

場
な
き
三
仏
同
勧
の
法
門
、
愚
痴
の
凡
夫
ハ
道
理
子
細
ハ
不
知
共
、

ノ
ウ

火
ハ
物
ヲ
焼
ク
能
、
水
ハ
物
を
潤
ス
が
能
、
極
悪
の
衆
生
ヲ
此
身
其
侭
頼
む
帰

命
の
一
念
ニ

而
助
ヶ
給
ふ
ハ
阿
弥
陀
如
来
他
力
本
願
不
思
議
の
能
フ

也
、
火
の
物

ゴ
ト
ク

ヲ
焼
ク

事
不
疑
、
水
の
物
ヲ
潤
ス
事
ヲ
疑
事
な
き
か
如
ク
、
助
か
る
べ
き
縁
、
た

よ
り
の
な
ひ
極
悪
深
重
の
我
等
凡
夫
、
仏
願
の
不
思
議
ヲ
以
御
助
一
定
と
深
信

し
て
疑
心
な
き
を
信
心
決
定
の
人
と
云
フ

、
如
是
相
心
得
候
上
ニ

者
一
向
専
念
無

量
寿
仏
の
金
言
を
守
り

、
二
仏
を
な
ら
ぶ
る
事
な
か
れ
、
世
間
ニ

お
ゐ
て
も
忠
臣

ハ
二
君
ニ

不
レ

事
、
貞
女
両
夫
ニ

ま
ミ
へ
ず
と
い
へ
り
、
併
忠
臣
二
君
ニ

つ
か
へ
ず

と
い
へ
ば
と
て
余
の
御
主
人
た
る
歴
々
を
疎
略
ニ

存
べ
き
よ
ふ
ハ
な
し
、
我
君
の

大
切
ヲ

存
ズ
ル
も
の
ハ
必
余
の
御
主
人
を
も
敬
ふ
如
く
、
一
心
一
向
ニ
弥
陀
ヲ
頼
ミ

、

二
仏
を
な
ら
べ
ざ
る
事
ハ
仏
の
方
ニ
成
就
し
給
ふ
所
の
諸
善
万
行
の
功
徳
を
普

ク
衆
生
ニ

廻
向
し
仏
智
他
力
の
願
行
を
以
無
善
造
悪
の
凡
夫
速
ニ

助
給
ふ
、
阿
弥

陀
仏
の
本
願
ニ

お
ゐ
て
曽
而
不
足
の
お
も
ひ
を
な
さ
ず
、
一
心
ニ

決
定
し
て
正
念ル

な
ら
し
め
た
ま
ふ
仏
祖
大
慈
悲
の
教
誡
也
、
若
シ

�
�
一
心
決
定
し
て
正
念
不
レ

ラ成
も
の
ハ
往
生
叶
フ

べ
か
ら
ず
、
他
力
本
願
の
道
理
を
聞
わ
け
弥
陀
一
仏
を
専
念

し
一
向
ニ

念
仏
す
る
身
の
上
に
お
ゐ
て
ハ
余
の
仏
菩
薩
を
疎
略
ニ
存
べ
か
ら
ず
、

諸
宗
諸
法
を
誹
謗
す
べ
か
ら
す
、
神
明
権
現
を
蔑
ニ

い
た
す
べ
か
ら
ず
、
掟
の
法

語
ニ

云
ク
、
一
神
明
ト
申
ハ
夫
レ

仏
法
ニ

お
ゐ
て
信
も
な
き
衆
生
の
む
な
し
く
地
獄
ニ

お
ち
ん
事
を
悲
ミ

お
ぼ
し
め
し
て
是
を
何
と
し
て
も
救
ん
が
為
メ
ニ
か
り
ニ
神
� トと

ツ
イ

あ
ら
わ
れ
て
聊
カ

な
る
縁
を
以
て
そ
れ
を
便
り
と
し
て
終
ニ
仏
法
ニ
勧
メ

入
レ

し
め

ん
が
た
め
の
方
便
ニ

神
と
ハ
顕
レ

給
ふ
な
り
、
然
ハ
今
の
時
衆
生
ニ
お
ゐ
て
弥
陀

を
頼
ミ

信
心
決
定
し
て
念
仏
ヲ
申
、
極
楽
ニ
往
生
す
べ
き
身
と
な
り
な
ば
一
切
の

神
明
ハ
却
而
我
が
本
懐
と
思
召
て
、
と
り
わ
き
神
を
あ
が
め
ね
ど
も
唯
弥
陀
一
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コ
モ
レ
ル

仏
ヲ
た
の
む
中
ニ

ミ
な
籠
が
故
ニ
別
テ
た
の
ま
ね
ど
も
信
■
ズ
ル
イ
ハ
レ
ア
ル
ガ

故
ニ

一
、
当
流
の
な
か
ニ
お
ゐ
て
諸
宗
諸
法
ヲ
誹
謗
す
る
事
あ
る
べ
か
ら
ず
、
何
レ

モ
釈

迦
一
代
の
説
教
な
れ
ハ
如
説
ニ
修
行
せ
ば
其
益
あ
る
べ
し
、
さ
り
な
が
ら
末
代

我
等
如
キ

の
在
家
止
住
の
身
ハ
聖
道
諸
宗
の
教
ニ

お
よ
バ
ね
バ
、
そ
れ
を
我
ノ
ま

ず
信
せ
ぬ
ば
か
り
な
り

一
、
諸
仏
菩
薩
と
申
ハ
弥
陀
如
来
の
分
身
な
れ
バ
、
十
方
諸
仏
の
た
め
ニ

ハ
本
師
本

仏
な
る
が
故
ニ
、
阿
弥
陀
一
仏
ニ

帰
し
奉
レ

ハ
、
則
諸
仏
菩
薩
ニ
帰
す
る
い
わ
れ

（
ボ
サ
ツ
）

あ
る
が
故
ニ
、
阿
弥
陀
一
体
の
内
ニ

諸
仏

�
ハ
み
な
こ
と
�
�
く
こ
も
れ
る
也

と
示
シ
給
へ
り
、
然
ハ
弥
陀
一
仏
を
信
し
て
余
の
仏
�
を
軽
賤
す
べ
か
ら
ず
、

念
仏
一
行
ヲ
守
修
し
て
諸
法
諸
宗
を
ひ
ほ
う
い
た
す
■
こ
と
な
か
れ
、
諸
の
神

明
権
現
と
申
ハ
本
地
ハ
ミ
な
仏
�
ニ

而
衆
生
済
度
の
為
ニ

か
り
に
神
と
あ
ら
わ
れ
、

一
天
四
海
を
太
平
ニ
守
り
、
万
民
を
仏
法
に
結
縁
せ
し
め
、
今
生
後
世
を
恵
ミ

玉

ふ
、
大
悲
方
便
の
御
形
也
、
然
共
諸
の
神
明
を
我
が
内
ニ
勧
請
し
て
寿
福
を
祷

ル
事
な
か
れ
、
殊
ニ

天
照
太
神
ハ
朝
家
の
宗
廟
ニ

而
ま
し
ま
せ
ば
大
内
ニ
鎮
座
マ

シ
�
�
ケ
レ
ト
モ
天
子
同
住
ヲ
恐
レ
給
ひ
、
伊
勢
の
国
に
勧
請
あ
り
、
公
卿
百
官

と
い
へ
ど
も
私
ニ
宝
殿
を
建
、
且
又
家
内
ニ
祭
ル
事
其
禁
メ
あ
り
、
誠
ニ

一
宗
の

祭
場
ニ

而
皇
宮
皇
太
子
と
い
へ
ど
も
妄
ニ
幣
物
を
た
て
ま
つ
り
給
ふ
こ
と
な
し
、

そ
の
趣
神
道
の
書
籍
ニ

歴
然
た
り
、
当
宗
門
之
儀
ハ
往
古
よ
り
伊
勢
の
御
祓
ヲ
以

直
ニ

天
照
太
神
宮
の
御
神
体
と
崇
メ

奉
り
家
内
ニ
勧
請
す
る
こ
と
な
し
、
惣
而
一

モ
ト

切
の
神
明
ハ
正
直
ヲ
以
本
と
し
、
内
外
の
不
浄
を
選
び
清
浄
潔
白
ヲ

表
と
し
て
曽

而
非
礼
を
受
給
ふ
こ
と
な
し
、
然
ル

ニ
浄
不
浄
の
選
び
も
な
く
礼
も
非
礼
も
わ
き

ま
へ
ず
、
祭
さ
へ
す
れ
バ
納
受
あ
り
、
善
悪
邪
正
と
も
に
祈
レ
ハ
利
益
を
蒙
る

よ
ふ
に
心
得
候
ハ
誤
り

の
甚
敷
も
の
也
、
凡
神
明
の
冥
助
を
い
の
り
志
願
を
満
足

す
る
と
云
フ

ハ
心
の
私
欲
妄
念
ヲ
ハ
ナ
レ
一
心
正
直
ニ

し
て
曇
り

な
き
鏡
の
ご
と
く
、

六
根
清
浄
ニ

し
て
祈
ル

時
ハ
神
明
感
応
在
テ
冥
助
ヲ
加
へ
給
ふ
べ
し
、
若
私
欲
の

コ
ラ

心
ニ
テ
祈
願
ヲ

凝
シ
我
身
の
歓
楽
子
孫
の
繁
昌
を
祷
の
た
め
ニ
妄
念
邪
念
ヲ

以
テ

神

明
ニ

向
ひ
奉
ら
ば
、
仮
令
千
日
万
日
祷
ル

ト
モ
サ
ラ
ニ
ソ
ノ
印
シ

あ
る
こ
と
な
し
、

（
マ
マ
）

諸
の
神
明
ハ
借
ニ
正
直
の
頭
ニ
宿
り

て
非
礼
の
幣
物
ヲ
納
受
し
給
ふ
事
な
く
神
詠
ニ

、

心
だ
に
誠
の
道
に
叶
ひ
な
バ
祷
ら
ず
と
も
神
や
守
ら
ん
、
道
理
ヲ

推
而
是
ヲ
云

行
者

メ
グ

ハ
ヽ
、
念
仏
の
○

頼
セ
て
た
の
ま
れ
給
ふ
、
仏
願
不
思
議
の
大
悲
に
恵
ま
れ
弥

陀
ヲ
頼
ム

、
帰
命
の
一
念
誠
の
道
に
叶
ひ
た
る
正
直
の
心
な
り
、
神
道
の
正
直
、

仏
法
の
真
心
、
其
詞
替
れ
と
も
何
レ

モ
邪
を
捨
テ
偽
り

ヲ
ハ
ナ
レ
タ
ル
マ
コ
ト
ノ

心
な
り
、
然
ハ
此
誠
の
信
心
を
決
定
し
た
る
真
宗
念
仏
の
行
者
、
常
ニ
心
得
べ

き
様
ハ
天
下
の
御
威
光
ヲ
以
四
海
静
謐
ニ
治
り
、
法
義
怠
り

な
く
弘
り

、
辺
土
遠

サ
セ

ク

国
ニ

至
迄
安
穏
ニ

致
二

渡
世
心
安
一

仏
法
ニ
結
縁
し
、
現
当
二
世
の
安
楽
ヲ
得
ル
事

全
ク

御
公
儀
御
政
道
之
御
慈
悲
と
奉
仰
、
親
ニ
孝
養
ヲ
尽
し
、
主
人
ニ
不
忠

ヲ
不
及
、
守
護
地
頭
ニ
お
ゐ
て
疎
略
之
儀
な
く
、
世
間
の
仁
義
ヲ
以
本
と
し
て
、

年
貢
諸
役
具
ニ
致
二

沙
汰
一

候
様
に
相
嗜
ミ
、
吉
凶
禍
福
皆
是
前
世
の
宿
業
と
明

メ
、
何
事
も
天
命
に
ま
か
せ
て
非
分
の
寿
福
を
貪
事
な
か
れ
、
如
是
相
心
得
候

時
者
不
覚
不
知
一
切
神
明
の
御
己
証
た
る
誠
の
道
ニ
相
叶
フ

道
理
あ
る
が
故
ニ
、

コ
ラ

各
別
ニ
祈
誓
立
願
を
凝
さ
ず
と
い
へ
と
も
自
然
と
諸
天
善
神
の
冥
助
を
蒙
り

、
今

生
ニ

而
ハ
悪
神
悪
鬼
の
障
碍
を
の
ぞ
こ
り
、
来
世
永
劫
悪
趣
輪
廻
の
苦
患
ヲ
ま
ぬ

か
れ
、
安
楽
浄
土
の
往
生
無
レ

疑
候
、
ヶ
様
な
る
理
り

無
紛
聞
分
此
心
覚
悟
ニ
落

ツ
キ

カ
ケ
ヒ

着
候
事
、
代
々
の

御
門
主
筧
ヲ
水
の
伝
ふ
ご
と
く
、
浄
土
真
宗
の
法
流
筋
目

た
ゞ
し
く
御
相
承
あ
ら
せ
ら
れ
、
当
時
有
縁
の
善
知
識
浅
カ
ラ
ざ
る
御
勧
化
の

御
恩
、
弥
増
難
有
奉
存
、
被
仰
出
候
御
意
の
趣
無
違
背
相
守
り
、
法
義
相
続
肝

要
た
る
旨
教
化
仕
候

右
者
寛
睦
記
録
之
抜
書
ニ
而
御
座
候
、
急
キ

認
申
候
ニ

付
か
き
そ
こ
な
ひ
抔
も
多
ク

甚

麁
抹
之
段
恐
入
奉
存
候
得
共
、
其
段
御
用
捨
可
被
下
候
、
以
上

二
八

島
根
県
飯
南
町
八
神
・
明
眼
寺
蔵
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寄
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弁
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」
の
紹
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（
小
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准
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友
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十
月是

ハ
七
日
朝
五
ツ
時
三
沢
卯
左
衛
門
殿
江

差
出
申
候

持
参
人
安
楽
寺
住
持
専
心

【
五
】

此
間
口
上
ニ
而
申
上
候
趣
為
念
書
記
差
上
候
覚

一
、
浄
土
真
宗
開
山
親
鸞
聖
人
者
天
児
屋
根
之
神
孫
ニ
し
て
、
都
而
宗
風
神
代
之

古
風
を
不
背
、
僧
分
迄
も
帯
妻
肉
食
ニ
而
子
孫
相
続
之
宗
風
故
、
五
常
五
倫
ノ

道

を
不
犯
、
先
祖
を
重
ジ
子
孫
之
繁
栄
を
尊
ミ

、
王
法
之
仁
義
を
専
ニ
教
ら
れ
候
故
、

禁
庭
之
聞
へ
も
宜
ク

、
殊
ニ
現
当
之
利
益
も
不
浅
候
ニ
付

人
皇
八
十
九
代
亀
山
院
様
院
宣
ニ
も
、
大
谷
の
本
願
寺

の
事
な
り

流
ニ
浴
す
る
輩
、
現
当
之
利

益
神
明
之
擁
護
無
疑
、
知
是
天
長
地
久
育
民
の
瑞
也
と
被
為
遊
候
得
者
、
此
法

ヒ
ロ
マ
弘
り
候
時
ハ
自
ラ

天
下
泰
平
国
家
安
全
五
穀
成
就
万
民
豊
楽
之
政
事
と
な
り
、

此
法
を
信
仰
す
る
者
ハ
頼
ま
ず
祈
ら
ね
と
も
神
明
之
守
護
ニ

預
り

、
朝
家
之
御
為

宜
敷
法
門
故
、
九
十
一
代

伏
見
院
様
院
宣
と
し
て
寺
院
計
ニ
而
説
法
仕
候
而

ハ
難
行
届
、
勿
論
寺
遠
キ
在
所
之
人
々
ハ
家
業
ニ
障
り

候
得
者
、
度
々
参
詣
も
難

成
、
或
ハ
行
歩
不
叶
な
る
者
又
ハ
老
人
抔
ハ
容
易
ニ
寺
参
り
も
難
成
候
得
■
者
、

在
家
末
々
之
小
家
ニ
至
迄
寺
�
罷
越
説
法
可
仕
と
、
御
憐
愍
深
キ

勅
定
故
、
格
合

重
キ
寺
々
も
小
寄
勤
之
儀
ハ
身
ヲ
軽
く
し
、
旦
家
之
面
々
造
作
無
之
様
相
勤
候

訳
ニ
御
座
候
、
其
上

東
照
権
現
様
諸
家
一
統
之
御
示
し
十
五
ヶ
條
之
御
掟
御
座
候
内
、
談
儀
説
法
を

な
し
諸
人
参
詣
致
さ
せ
邪
見
を
改
正
法
ヲ
守
ら
せ
可
申
條
御
定
意
ニ
御
座
候
、

依
之

関
東
御
代
々
将
軍
宣
下
之
節
、
諸
国
一
派
之
寺
院
住
職
之
分
壱
人
も
不

残

本
山
江
被
召
登
数
ヶ
條
之
誓
詞
一
札
ニ
差
上
置
申
候
、
條
目
之
内
門
徒
教

化
無
懈
怠
�
�

相

勤

勧
化
可
申
旨
堅
ク
御
請
合
申
上
候
、
寺
院
俗
家
之
無
差
別
勧
化
相
勤

候
宗
法
故
、
則
御
領
内
ニ

而
も
往
古
�
勤
来
り

候
旧
例
ニ
而
御
座
候
、
且
世
間
ニ

者

宮
嶋
講
・
大
仙
講
其
外
色
々
之
寄
合
等
も
数
々
御
座
候
得
共
、
当
宗
門
ニ

而
者
左

様
之
寄
講
抔
ハ
素
�
無
御
座
、
唯
門
徒
之
面
々
一
ヶ
年
ニ
一
度
ツ
ヽ
小
寄
を
相

御

勤
申
迄
ニ
御
座
候
、
別
而
当
○

領
内
ハ
他
国
と
違
ひ
小
寄
相
勤
候
と
て
も
組
合
之

者
江

夜
食
抔
出
し
候
事
も
決
而
無
御
座
、
唯
僧
壱
人
江

出
来
合
之
麁
食
振
舞
申
候

計
ニ
而
布
施
等
一
切
不
致
、
尤
礼
物
之
心
持
ニ

而
極
上
之
格
合
之
家
よ
り
秋
米
壱

升
も
差
出
し
候
仕
合
、
其
以
下
ハ
畑
物
之
五
合
三
合
一
年
中
之
礼
と
し
て
差
出

候
仕
合
ニ

而
同
じ
法
用
勤
候
中
ニ

も
年
廻
法
事
抔
と
ハ
事
異
り

、
寺
院
之
徳
用
格
別

有
之
務
ニ
而
者
無
御
座
候
、
猶
又
小
寄
下
ハ
多
分
村
内
之
事
故
、
先
方
ニ

と
ま
り

候
事
も
無
御
座
、
法
座
相
済
無
程
組
合
之
者
と
一
同
ニ
引
取
候
得
者
、
中
々
夜

更
候
迄
長
座
仕
候
儀
者
曽
而
御
座
な
く
候
、
尤
春
先
抔
ハ
法
座
参
り
不
仕
候
而

も
格
別
差
掛
ル
仕
事
無
御
座
者
共
ハ
、
勧
化
之
跡
ニ
而
暫
時
法
ノ

物
語
抔
い
た
し

聞
セ
候
事
も
御
座
候
、
是
も
亥
刻
�
更
候
事
ハ
一
切
無
御
座
候
、
其
外
農
業
時

分
ニ

も
相
成
候
而
者
隙
時
江

さ
し
か
へ
候
而
師
旦
共
ニ

随
分
差
障
り

無
御
座
様
心
を

附
申
事
ニ
御
座
候
、
然
共
元
来
当
宗
ハ
人
数
多
御
座
候
故
、
た
と
へ
バ
真
宗
之

旦
家
凡
一
村
ニ
百
軒
も
御
座
候
得
者
一
年
ニ
ハ
一
村
ニ
而
百
夜
も
小
寄
之
法
座

相
勤
候
得
者
、
脇
目
�
ハ
年
中
法
座
参
り

を
仕
事
ニ
仕
候
様
ニ
見
請
可
申
候
得
共
、

全
体
一
軒
ニ
ハ
年
ニ
一
度
之
外
決
而
相
勤
不
申
候
、
乍
去
美
女
ハ
悪
女
之
敵
と

や
ら
申
諺
之
如
ク
、
右
体
繁
昌
之
宗
門
故
自
然
と
門
徒
之
内
ニ
も
不
法
之
輩
者

折
々
寺
参
り
仕
候
者
を
ば
妬
ミ
謗
り
誰
々
者
家
業
も
打
捨
寺
参
り
を
業
ニ

し
て
居

ら
る
ゝ
抔
申
な
し
、
又
ハ

一
村
ニ
十
人
も
法
座
参
り
ニ
心
懸
ケ
ル

者
御
座
候
得
者
、

余
之
村
か
ら
ハ
ア
ノ
村
ハ
寺
参
り

計
し
て
家
業
ハ
一
切
止
メ

タ
抔
色
々
讒
言
仕
候

事
共
自
然
と
達
御
聴
ニ

候
ハ
ヽ
、
末
々
之
儀
乍
恐
委
ク

御
存
知
不
被
為
成
候
事
故
、

左
も
可
有
哉
ニ
可
被
為
思
召
候
得
共
、
我
人
欲
を
し
ら
ぬ
も
の
ハ
無
御
座
候
得

者
、
家
業
を
捨
て
後
生
ヲ
願
候
者
者
真
宗
門
徒
之
内
ニ

者
一
人
も
無
御
座
候
、
そ
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の
上
毎
時
安
心
行
儀
御
法
度
之
旨
教
化
仕
候
ゆ
へ
法
義
繁
昌
之
場
所
ニ
者
自
ラ

喧
嘩
口
論
も
無
御
座
、
心
も
柔
キ
候
得
者
、
随
分

御
上
之
御
苦
労
ニ
も
相
成

不
申
様
ニ
と
相
慎
申
様
ニ
成
行
も
の
に
御
座
候
、
夫
故
国
家
安
全
之
御
利
益
御

座
候
と
院
宣
被
為
有
候
哉
と
乍
恐
奉
存
候
、
前
談
之
趣

開
山
以
来
之
法
則

御
院
宣

御
大
法
共
ニ
速
ニ
相
立
、
門
徒
共
心
得
違
ひ
不

申
様
御
教
示
被
下
置
候
様
ニ
御
願
申
上
候
、
其
内
当
秋
者
別
而
不
作
の
年
柄
ニ

御
座
候
得
者
、
万
端
少
細
之
儀
迄
も
費
ヶ
間
敷
儀
仕
間
敷
旨
被
為
仰
付
被
下
候

（
マ
マ
）

儀
ハ
、
扨
々
難
有
御
憐
愍
と
乍
恐
感
裁
仕
候

一
、
他
宗
門
ニ
而
者
、
盆
会
之
節
聖
霊
祭
り

と
名
付
、
寺
�
俗
家
江

棚
経
勤
ニ

廻
り

候

事
も
強
而
宗
儀
の
ミ
ニ
而
も
無
御
座
、
切
支
丹
御
改
ニ
付
旦
家
之
仏
壇
ニ
怪
敷

絵
像
木
像
抔
安
置
も
仕
候
哉
と
吟
味
之
た
め
之
棚
経
勤
と
申
事
も
承
り
伝
へ
申

候
、
当
宗
門
ニ

而
者
盆
会
之
棚
経
勤
と
申
事
、
法
式
と
し
て
無
御
座
候
得
者
、
年

（
マ
マ
）

ニ
一
度
之
小
寄
勤
仕
候
も
一
ツ
者
天
下
之
御
政
道
之
一
筋
ニ
も
相
当
候
儀
故
、

無
懈
怠
相
勤
申
儀
ニ
御
座
候
、
併
近
年
者
年
々
世
上
困
窮
ニ
付
候
而
ハ
、
往
古

（
マ
マ
）

ト
リ

よ
り
勤
来
候
小
寄
も
中
絶
仕
候
村
も
御
座
候
故
、
節
角
時
節
を
見
合
取
立
申
度

奉
存
罷
在
候
、
前
文
申
上
候
通
毎
年
御
改
之
御
條
目
ニ
も
相
掛
候
法
式
ニ
御
座

候
得
者
、
費
ヶ
間
敷
事
一
切
不
仕
候
様
追
々
取
立
営
ミ

候
様
、
御
憐
愍
之
上
御
序

之
節
御
示
し
も
被
下
置
候
ハ
ヽ
難
有
可
奉
存
候
、
此
一
條
此
間
口
上
ニ

者
不
申
上

候
得
共
次
手
故
書
添
申
上
候

一
、
此
間
も
申
上
候
通
、
此
度
既
ニ

公
方
様
御
薨
去
ニ
付
、
来
三
月
を
限
り
右
誓
詞
可
被

仰
付
候
所
、
在
家
勧
化

若
差
閊
居
候
而
者
門
徒
勧
化
懈
怠
仕
間
敷
と
申
箇
條
難
認
、
左
候
得
者
日
本
国

中
一
紙
之
血
誓
関
東
へ
不
納
候
時
者
不
軽
差
閊
ニ
御
座
候
間
、
此
段
御
賢
察
被

（
マ
マ
）

為
下
何
分
故
障
無
御
座

御
太
法
ニ
も
無
障
寺
法
も
相
立
候
様
御
高
慮
之
程
奉

希
候
、
右
ハ
此
間
口
上
申
候
通
書
記
申
上
候
、
若
書
落
候
儀
も
御
座
候
ハ
ヽ
幾

度
も
被
仰
付
可
被
下
候
、
以
上

三
沢
卯
左
衛
門
殿
下
代
也

是
ハ
十
日
朝
若
林
和
吉
へ
渡

持
参
人
離
雲

十
月

西
蔵
寺離

雲

三
沢
卯
左
衛
門
様

【
六
】

テ

弘
長
二
歳
十
一
月
廿
八
日

入
寂
、
親
鸞
聖
人
開
二

浄
土
真
宗
一

引
二

導
凡
俗
一

、
化

（
マ
マ
）

ス

ニ

ス

ヲ

ス
ル
ノ

ノ

ニ

益
偏
二

布
日
域
一

、
永
潤
二

法
滅
時
一

、
浴
二

大
谷
流
一

輩
現
当
利
益
神
明
ノ

擁
護
無
レ

ヌ

ノ

ヲ

ス

疑
、
知
是
天
長
地
久
育
民
瑞
也
、
依
而
賜
二

紫
震
宮
一

称
二

久
遠
実
成
阿
弥
陀
本
願

ト寺
一

者
也
、
宣
旨
如
件

左
大
史
藤
原
朝
臣
基
親
在
判

文
永
九
壬
申

十
一
月
五
日

大
谷
留
主
職
覚
恵
法
師
へ

【
七
】

ノ

ニ

ノ

ク

親
鸞
聖
人
門
流
者
非
二

諸
国
横
行
之
類
一

在
家
止
住
之
土
民
等
勤
行
之
條
為
レ

国
無
レ

ニ

ノ

シ

ヒ

ル

キ
ニ

セ

費
為
レ

人
無
レ

煩
所
申
非
レ

無
二

其
謂
一

之
間
所
レ

被
二

免
許
一

如
レ

件

参
議
有
房

嘉
元
元
年
正
月

親
鸞
聖
人
門
弟
中

【
八
】

東
照
宮
様
御
垂
範
十
五
箇
條
之
事

三
〇

島
根
県
飯
南
町
八
神
・
明
眼
寺
蔵
「
講
寄
小
寄
弁
別
記
」
の
紹
介
（
小
林

准
士
・
小
杉
紗
友
美
）
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一
、
切
支
丹
之
法
者
死
を
不
顧
、
身
�
血
を
出
シ
死
者
成
仏
と
立
ル

故
に
天
下
法
度

厳
密
也
、
実
ニ
邪
宗
邪
法
也
、
依
之
死
を
あ
や
し
ふ
す
る
者
可
遂
吟
味
事

一
、
切
支
丹
ニ

元
付
者
者
闥
単
国
�
毎
日
金
子
七
厘
を
与
ふ
、
天
下
を
切
支
丹
ニ

成

し
神
国
を
妨
ル
邪
法
也
、
此
宗
ニ

元
附
者
ハ
釈
迦
之
法
を
不
用
故
ニ
檀
那
寺
之
檀

役
を
妨
ゲ

、
仏
法
の
建
立
を
も
嫌
ふ
、
仍
之
可
遂
吟
味
事

一
、
頭
檀
那
た
り
共
、
其
宗
門
之
祖
師
忌
仏
忌
年
頭
盆
歳
暮
彼
岸
先
祖
命
日
絶
而

参
詣
せ
ず
ハ
判
形
を
引
、
宗
旨
改
之
役
所
江

断
、
急
度
可
遂
吟
味
事

一
、
檀
那
役
を
不
勤
、
然
も
我
意
ニ
任
せ
宗
門
受
合
之
住
持
之
辞
を
不
用
、
宗
門

（
マ
マ
）

寺
之
用
事
身
不
相
応
不
勤
、
内
心
ニ

邪
を
懐
キ
た
る
を
不
受
不
施
と
い
ふ
、
可
有

心
附
事

一
、
不
受
不
施
之
法
者
何
ニ
而
も
宗
門
寺
�
申
事
不
受
、
其
宗
門
之
祖
師
本
尊
の

（
不
脱
ヵ
）

寺
用
ニ
茂
不
施
、
将
亦
他
人
他
宗
之
志
を

も
不
受
、
是
不
受
施
邪
法
也
、
人
間
ハ

天
の
恩
を
受
て
地
ニ
施
し
、
親
の
恩
を
受
て
子
ニ
施
し
、
仏
の
恩
を
受
て
僧
ニ

施
す
、
是
正
法
な
り
、
依
之
可
遂
吟
味
事

一
、
非
田
宗
・
切
支
丹
宗
・
不
受
不
施
此
三
宗
ハ
一
派
な
り
、
彼
か
貴
む
所
の
本

尊
ハ
牛
頭
切
支
丁
頭
仏
と
い
ふ
、
丁
頭
ハ
て
い
う
す
と
名
乗
り
、
此
仏
を
奉
頼
、

鏡
を
見
れ
者
仏
と
な
り
、
転
じ
て
ハ
か
げ
犬
と
見
ゆ
る
、
是
邪
法
の
鏡
な
り
、

一
度
此
鏡
を
見
る
者
ハ
深
牛
頭
切
支
仏
信
仰
シ
、
日
本
を
魔
国
と
成
す
、
然
共

宗
門
吟
味
之
神
国
故
一
通
り

宗
門
寺
へ
元
附
今
日
人
ニ

交
り

内
心
ニ

不
受
不
施
ニ
而

宗
門
寺
へ
不
出
入
、
依
之
可
遂
吟
味
事

一
、
親
代
々
�
宗
門
寺
ニ
元
附
、
八
宗
九
宗
之
内
何
れ
の
宗
旨
ニ

而
も
紛
無
之
共
、

其
子
如
何
成
勧
ニ

て
心
底
邪
法
を
組
し
居
た
る
も
不
知
故
、
宗
門
寺
�
此
段
遂
吟

味
、
兼
而
仏
法
を
勧
メ
談
義
講
釈
説
法
を
成
し
て
参
詣
を
致
さ
せ
、
尤
檀
那
役

を
以
夫
々
ニ

寺
の
仏
事
修
理
建
立
を
勤
べ
き
、
邪
宗
ハ
宗
門
寺
之
事
一
切
世
間
の

交
り
一
通
り
に
し
て
内
心
ニ
仏
法
を
破
り
、
僧
の
勧
メ
を
不
用
、
依
之
可
遂
吟

味
事

後

一
、
宗
門
寺
ヲ
指
置
、
外
寺
之
僧
を
頼
弔
ひ
、
其
宗
門
寺
の
住
持
ヲ
退
ケ
申
事
、

別
而
致
穿
儀
、
邪
宗
か
正
法
か
急
度
可
遂
吟
味
事

前

一
、
死
テ
後
死
骸
ニ
剃
刀
を
与
へ
戒
名
を
授
ル
事
、
是
宗
門
寺
之
僧
の
死
相
を
見

届
、
邪
宗
ニ
テ
無
之
段
慥
ニ

合
点
の
上
引
導
可
致
也
、
能
々
可
遂
吟
味
事

一
、
先
祖
仏
事
、
他
寺
江
致
持
参
法
事
相
勤
候
事
堅
禁
制
、
雖
然
他
国
他
在
ニ

而
死

去
之
者
格
別
也
、
能
々
可
遂
吟
味
事

一
、
先
祖
之
仏
事
、
行
歩
慥
成
も
の
不
致
参
詣
、
不
沙
汰
ニ
修
行
す
る
も
の
、
可

遂
吟
味
事
、
其
も
の
ゝ
持
仏
堂
備
も
の
能
々
見
届
、
邪
宗
正
法
可
遂
吟
味
事

一
、
天
下
一
統
正
法
ニ

無
紛
者
ニ
者
頭
判
を
加
へ
、
宗
判
受
合
可
申
、
武
士
ハ
其
寺

の
請
状
ニ
受
印
ヲ
加
へ
指
上
、
其
外
血
判
ニ

難
出
者
ハ
受
人
請
合
ヲ
以
而
証
文
可

指
出
事

一
、
相
果
候
時
分
ハ
一
切
宗
門
寺
の
差
図
ヲ
受
取
行
可
申
事

一
、
天
下
ニ
敵
し
万
民
之
怨
法
切
支
丹
非
田
宗
不
受
不
施
彼
者
類
族
相
果
候
時
節

ハ
、
寺
社
役
所
江
相
断
、
検
者
ヲ
受
宗
門
寺
之
住
持
弔
ひ
可
申
事
、
若
役
所
へ

不
断
弔
ひ
申
時
者
其
僧
越
度
ニ
候
、
能
々
可
遂
吟
味
事

一
、
将
又
横
様
無
体
ニ
檀
那
役
其
分
限
不
相
応
之
儀
宗
門
寺
�
其
用
捨
可
有
之
事
、

信
心
を
以
仏
法
を
尊
ミ

法
を
敬
フ

事
正
法
也

右
十
五
箇
條
之
趣
、
一
も
於
相
背
者
、
上
者
梵
天
帝
釈
四
天
大
王
五
道
の
冥
官
日

本
伊
勢
太
神
宮
八
幡
大
菩
薩
春
日
大
明
神
氏
神
其
外
日
本
六
十
余
州
神
明
可
蒙
神

罸
事慶

長
八
癸
卯
年

奉
行

五
月
日

－１９４－
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島
根
県
飯
南
町
八
神
・
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寺
蔵
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小
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（
小
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・
小
杉
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友
美
）



【
九
】

定

一
、
諸
宗
法
式
不
可
相
乱
、
若
不
行
儀
之
輩
於
有
之
者
急
度
可
及
沙
汰
事

一
、
不
存
一
宗
之
法
式
之
僧
侶
不
可
為
寺
院
住
持
事

附
立
新
儀
不
可
説
奇
怪
之
法
事

一
、
本
末
之
規
式
不
可
乱
之
、
縦
雖
為
本
寺
対
末
寺
不
可
有
理
不
尽
之
沙
汰
事

一
、
檀
越
之
輩
雖
為
何
寺
可
任
其
意
、
従
僧
侶
方
不
可
相
争
事

一
、
結
徒
党
企
闘
諍
不
似
合
事
業
不
可
仕
事

一
、
背
国
法
輩
到
来
之
節
於
有
其
届
者
無
異
儀
可
返
之
事

一
、
寺
院
仏
閣
修
覆
之
時
不
可
美
麗
事

附
仏
閣
無
懈
怠
掃
除
可
申
付
事

一
、
寺
領
一
切
不
可
売
買
之
并

不
可
入
其
質
物
事

一
、
無
由
緒
者
雖
有
弟
子
望
猥
不
可
令
出
家
、
若
無
拠
子
細
於
有
之
者
其
所
之
領

主
代
官
江
相
断
可
任
其
意
事

（
マ
マ
「
背
」
カ
）

右
之
條
々
諸
宗
共
堅
可
守
之
、
此
外
先
刻
之
條
数
弥
不
可
相
輩
、
若
於
違
犯
者
随

科
之
軽
重
可
沙
汰
之
、
猶
載
下
知
状
者
也

寛
文
五
年
七
月
十
一
日

【
一
〇
】

條
々

軽

一
、
僧
侶
之
衣
体
応
其
分
際
可
着
之
并
仏
事
作
善
之
儀
式
、
檀
那
雖
望
之
相
応
○

可

仕
事

一
、
檀
方
建
立
由
緒
有
之
寺
院
住
職
之
儀
者
為
計
之
間
従
本
寺
遂
相
談
可
任
其
意

事
一
、
以
金
銀
不
可
致
後
住
之
契
約
事

一
、
借
在
家
搆
仏
壇
不
可
求
利
用
事

一
、
他
人
者
勿
論
親
類
之
好
雖
有
之
、
寺
院
坊
舎
女
人
不
可
抱
置
之
、
但
有
来
之

妻
帯
ハ
可
為
格
別
事

右
之
條
可
相
守
之
、
若
於
違
犯
者
随
科
之
軽
重
可
有
御
沙
汰
旨
依

仰
執
達
如
件

寛
文
五
年

大
和

七
月
十
一
日

美
濃

豊
後

雅
楽

【
一
一
】

十
月
十
七
日
発
足
ニ
而

西
蔵
寺
看
司
離
雲
、
明
眼
寺
龍
乗
、
西
蓮
坊
慈
敬

当
年
の

年
番
役

已
上
三
人
広
瀬
行
、
廿
日
勝
願
寺
江

着
申
候
折
節
、
住
持
他
行
之
所
早
速
呼
ニ

行
キ

、
七
ツ
半
時
帰
寺
ニ

付
、
一
応
飯
石
表
之
趣
キ

荒
増
噺
候
所
、
勝
願
寺
驚
テ

云
、

三
沢
氏
と
拙
寺
ハ
師
旦
之
間
ニ
候
得
者
内
分
一
往
拙
寺
�
申
入
ず
ハ
な
る
ま
じ

抔
程
能
引
請
ら
れ
候
故
、
西
蔵
云
、
御
願
申
ニ
ハ
無
御
座
候
へ
共
、
未
治
り

の
程

も
難
斗
候
間
、
一
往
者
御
親
切
を
以
被
仰
談
可
然
と
申
候
所
、
勝
願
云
、
最
早

夜
ニ
入
候
得
者
、
い
つ
そ
明
朝
の
事
よ
と
て
書
類
委
ク

披
見
致
サ
レ
、
尚
何
角
委

細
口
上
ニ

も
申
解
候
得
者
、
い
よ
�
�
心
底
落
着
之
趣
ニ

而
其
夜
ハ
臥
ヌ
、
翌
廿

一
日
早
天
、
勝
願
寺
書
状
を
以
寺
社
奉
行
清
水
七
郎
大
夫
殿
江

飯
石
三
ヶ
寺
出
府

之
届
ヲ
イ
タ
サ
レ
、
次
ニ
郡
奉
行
三
沢
氏
へ
も
同
断
相
届
ラ
レ
、
尚
御
役
外
得

御
意
度
儀
有
之
旨
文
通
イ
タ
サ
レ
候
所
、
三
沢
氏
外
方
へ
出
ら
れ
候
由
留
守
�

返
答
有
之
、
昼
時
分
帰
宅
之
由
ニ
付
、
勝
願
寺
三
沢
氏
宅
江

被
参
候
所
、
三
沢
氏

云
、
今
朝
ハ
飯
石
三
ヶ
寺
出
浮
之
由
御
届
致
承
知
候
、
何
用
ニ

而
出
浮
之
趣
ニ
御

座
候
哉
、
勝
願
云
、
先
達
而
於
頓
原
被
差
出
置
候
書
附
之
一
儀
ニ
付
被
参
候
由

ニ
御
座
候
、
三
沢
氏
云
、
夫
斗
り

ナ
ラ
ハ
御
出
浮
ニ
及
ブ
ま
じ
に
拙
者
請
込
居
候

三
二

島
根
県
飯
南
町
八
神
・
明
眼
寺
蔵
「
講
寄
小
寄
弁
別
記
」
の
紹
介
（
小
林

准
士
・
小
杉
紗
友
美
）
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上
ハ
大
空
ラ

ニ
ハ
イ
タ
シ
不
申
、
且
先
日
触
込
候
講
寄
之
儀
者
地
蔵
講
・
観
音
講

等
其
外
色
々
の
講
を
催
シ

費
が
ま
し
き
事
ヲ
相
示
シ
申
候
、
何
分
小
寄
之
儀
者
来

月
中
も
見
合
テ
可
申
触
存
居
候
間
、
其
旨
貴
寺
�
被
仰
達
、
其
外
ニ
格
別
之
儀

無
之
候
ハ
ヽ
何
分
引
取
被
申
候
様
御
取
斗
可
然
、
其
内
必
対
面
有
度
候
ハ
ヽ
拙

者
事
今
日
出
郷
致
シ
廿
四
日
ニ
帰
宅
ニ
候
間
、
夫
迄
御
待
可
被
成
と
云
云
、
勝

願
云
、
其
儀
の
ミ
ニ
候
ハ
ヽ
、
出
浮
も
有
間
敷
候
得
共
、
村
々
触
も
ま
ち
�
�
ニ

而
御
取
越
或
ハ
年
廻
等
之
節
在
家
法
談
も
差
つ
か
へ
有
之
様
相
聞
へ
候
ニ
付
、

何
角
伺
申
度
趣
ニ
飯
石
三
ヶ
寺
被
申
候
と
云
云
、
三
沢
氏
云
、
夫
ハ
気
之
毒
何

分
宗
門
之
御
取
越
ニ
差
閊
抔
申
候
而
ハ
御
尤
至
極
ニ
候
間
、
其
儀
ハ
与
頭
共
へ

可
申
遣
候
間
、
願
ク
ハ
御
引
取
可
然
、
何
様
来
月
迄
見
合
伺
之
上
可
申
達
候
間
、

其
分
貴
寺
�
宜
敷
御
取
計
可
然
候
、
引
取
被
申
候
ハ
ヽ
早
速
清
水
七
郎
大
夫
江

御
届
可
被
成
、
此
方
�
も
何
角
申
入
置
可
申
と
云
云
、
依
之
勝
願
寺
ハ
右
与
頭

三
人
江
の
書
状
請
取
帰
寺
有
之
候
而
飯
石
三
ヶ
寺
江

向
ひ
て
件
之
趣
演
説
有
之
、

彼
書
状
三
ヶ
寺
江
被
相
渡
候
、
則
其
書
状
之
趣
意
ハ
云
云

右
之
趣
承
り
候
而
も
押
而
三
沢
氏
江
対
面
を
乞
候
儀
却
而
不
宜
、
其
外
段
々
引
懸

も
能
、
猶
万
端
勝
願
寺
江
申
入
候
得
者
得
斗
引
請
被
呉
候
ニ
付
口
上
書
残
置
、
廿

三
日
九
ツ
過
広
瀬
ヲ
立
チ
、
廿
五
日
三
ヶ
寺
同
道
ニ
而
帰
郷
い
た
し
候

【
一
二
】広

瀬
勝
願
寺
ニ
残
置
候
口
上
書
扣

奉
差
上
口
上
覚

一
、
此
度
拙
寺
共
三
ヶ
寺
出
府
仕
候
趣
者
、
先
達
而
差
出
シ

候
書
付
之
一
件
、
右

御
触
書
小
寄
之
儀
ニ
ハ

有
御
座
間
敷
、
色
々
の
雑
講
を
御
示
被
成
候
事
と
奉
存
候

得
共
、
門
徒
共
心
得
違
候
間
、
浄
土
真
宗
小
寄
之
儀
者
別
段

御
定
法
有
之
儀

ニ
候
得
者
、
願
抔
申
事
ニ
者
不
及
申
趣
を
、
門
徒
共
江
御
沙
汰
被
成
下
候
様
ニ

法
中
一
統
御
断
申
上
候
訳
ニ
而
、
御
触
替
を
願
申
儀
ニ
而
者
全
無
御
座
候
、

一
、
先
日
頓
原
�
急
ニ
御
帰
郷
之
儀
、
飯
石
ニ
お
ゐ
て
取
沙
汰
仕
候
ハ
、
不
遠
内

江
府
江
御
出
浮
之
様
ニ
風
評
承
り
申
、
且
ハ
先
達
而
得
御
意
申
候
通
り

公
方
様
御
代
替
り
誓
詞
血
判
何
時
可
被

仰
付
哉
難
計
、
彼
レ

此
レ

気
遣
敷
、
猶

又
村
ニ

よ
り
法
座
参
り

并
真
宗
在
家
法
談
御
差
止
メ
之
様
ニ

引
請
候
村
方
も
有
之
、

旁
ニ
付
無
拠
三
ヶ
寺
出
府
仕
候
、
然
所
差
掛
り

候
旦
家
法
勤
差
つ
か
へ
無
之
様
組

頭
中
江
被
仰
遣
可
被
下
旨
難
有
奉
存
、
則
御
状
一
通
慥
ニ
落
掌
仕
候
、
帰
寺
之

上
早
速
相
届
可
申
候
、
尚
勝
願
寺
江

御
伝
辞
之
趣
キ

委
ク

承
り
先
一
往
引
取
申
上

候
、

亦

且
亦
何
角
勝
願
寺
江
申
置
候
間
彼
方
�
御
聞
可
被
下
候
、
此
上
不
相
分
儀
も
御

座
候
ハ
ヽ
何
時
ニ
而
も
罷
出
可
申
候
間
、
此
段
亦
復
御
聞
届
置
可
被
下
候
、
以

上

十
月

西
蓮
坊
印

是
ハ
廿
三
日
勝
願
寺
へ
渡
置

明
眼
寺
印

西
蔵
寺

看
司
印

三
沢
卯
左
衛
門
殿

【
一
三
】

三
沢
氏
之
御
状
ニ
添
状
ヲ
致
シ
候
扣

一
筆
致
啓
上
候
、
先
以
御
堅
勝
ニ

御
公
務
可
被
成
と
珍
重
奉
存
候
、
然
者
無
拠
用
向

御
座
候
ニ
付
広
府
へ
罷
出
候
所
、
郡
御
奉
行
三
沢
卯
左
衛
門
殿
�
御
状
壱
通
被
遣
、

則
今
日
相
届
申
候
間
御
落
手
可
被
成
候
、
為
其
如
此
ニ
御
座
候
、
以
上
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十
月
廿
五
日

西
蓮
坊

��

頓
原
庄
屋
丈
助
方
江

明
眼
寺

乗
空
寺
を
以
贈
ル

西
蔵
寺

看
司

大
与
頭
平
左
衛
門
様

【
一
四
】

三
沢
殿
�
被
遣
候
御
触
書
写

此
度
其
郡
一
向
宗
三
ヶ
寺
出
府
之
処
、
拙
者
儀
今
日
出
郷
ニ
付
不
致
対
話
勝
願
寺

ヲ
以
演
達
承
之
候
之
処
、
右
門
徒
共
先
達
而
講
寄
之
儀
相
触
候
訳
ニ

付
、
宗
法
之
御

取
越
等
も
難
相
成
訳
と
心
得
候
由
御
取
越
之
儀
者
不
相
触
事
ニ
候
得
者
、
前
々
致

来
り

之
通
可
仕
旨
村
々
庄
屋
町
方
目
代
�
可
為
申
聞
旨
早
々
可
相
触
候
、
勿
論
報
恩

講
可
致
参
詣
事
ニ
候
、
講
寄
之
儀
者
追
而
伺
之
上
可
申
入
候
、
以
上

十
月
廿
一
日

三
沢
卯
左
衛
門
判

大
与
頭
平
左
衛
門
殿

与
頭
庄
右
衛
門
殿

与
頭
又
右
衛
門
殿

【
一
五
】

一
筆
申
入
候
、
然
者
一
向
宗
寺
院
�
小
寄
之
儀
以
書
付
申
達
有
之
、
別
紙
之
通
一

派
寺
院
江

申
談
候
間
、
組
合
ヲ
相
究
人
別
書
付
庄
屋
目
代
へ
差
出
置
、
門
徒
一
軒
ニ

付
一
ヶ
年
ニ
一
度
宛
家
業
之
差
障
り
ニ
不
相
成
、
尤
失
墜
等
も
無
之
様
令
勤
行
、

決
而
猥
之
儀
不
可
有
之
段
急
度
申
付
、
常
々
役
人
共
�
心
ヲ
付
、
若
長
座
ニ

も
お
よ

ひ
家
業
之
怠
ニ

も
相
成
趣
も
有
之
候
ハ
ヽ
早
速
可
申
訴
候
、
都
而
講
寄
等
令
倹
約
多

人
数
相
集
候
事
を
先
達
而
人
別
書
付
を
以
達
置
、
不
限
何
等
不
法
之
儀
堅
無
之
様

兼
而
申
付
置
、
万
一
無
届
寄
集
候
儀
有
之
候
得
者
、
其
村
庄
屋
年
寄
五
人
頭
町
方

年
寄
目
代
五
人
頭
�
速
ニ
可
申
訴
旨
稠
敷
可
申
触
候

閏
十
月
七
日

三
沢
卯
左
衛
門

大
与
頭
平
左
衛
門
殿

与
頭
庄
右
衛
門
殿

与
頭
又
右
衛
門
殿

御
別
紙
之
通
被

仰
付
候
、
両
町
村
々
写
置
無
間
違
可
被
申
付
候
、
若
又
御
紙
面

ニ
而
合
点
不
参
訳
も
有
之
候
ハ
ヽ
早
々
可
申
出
候
、
左
候
ハ
ヽ
演
説
可
申
談
候
、

以
上

閏
十
月
十
二
日

与
頭
三
人

村
々
庄
屋
当

目
代

【
一
六
】

一
筆
致
啓
達
候
、
然
ハ
小
寄
之
儀
ニ
付
御
申
達
之
趣
遂
伺
、
別
紙
演
達
書
を
以
得

御
意
候
之
間
、
御
一
派
中
江
御
申
談
可
有
之
候
、
恐
惶
謹
言

閏
十
月
七
日

三
沢
卯
左
衛
門

為
宏
（
花
押
）

西
蔵
寺看

司

明
眼
寺

西
蓮
坊

三
四

島
根
県
飯
南
町
八
神
・
明
眼
寺
蔵
「
講
寄
小
寄
弁
別
記
」
の
紹
介
（
小
林

准
士
・
小
杉
紗
友
美
）
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【
一
七
】上

書
云

演
説
書

一
向
宗
寺
院
中
江

宗
門
小
寄
之
儀
委
細
以
書
付
申
達
之
趣
令
承
知
候
、
尤
先
達
而
申
達
之
通
門
徒
一

軒
ニ

付
一
年
一
度
宛
小
寄
勤
行
可
有
之
候
、
勿
論
百
姓
町
人
共
ニ
家
業
之
差
障
ニ

不

相
成
、
失
墜
等
無
之
様
入
念
可
被
取
斗
候
、
依
而
者
小
寄
之
組
合
究
置
人
別
書
付

庄
屋
目
代
江

達
置
候
様
申
付
置
候
条
其
旨
被
相
心
得
、
以
来
猥
之
儀
於
在
之
者
各
寺

越
度
ニ

可
被
仰
付
候
間
、
此
段
急
度
可
被
相
心
得
候
、
以
上

閏
十
月

【
一
八
】

以
別
紙
得
御
意
候
、
寒
冷
弥
増
候
処
弥
御
安
寧
被
成
御
寺
務
珍
重
存
候
、
先
頃
者

当
地
江
御
越
之
処
出
役
ニ
付
不
得
御
意
候
、
其
節
御
書
付
尚
勝
願
寺
江

御
演
達
等
も

致
承
知
委
細
申
達
之
上
、
此
度
本
文
之
通
申
入
候
間
、
左
様
御
承
知
可
有
之
候
、

将
又
出
郷
之
節
御
差
出
有
之
候
安
楽
寺
改
号
願
何
之
差
障
無
之
候
間
、
先
々
月
承

届
候
筋
ニ
御
心
得
、
其
段
御
両
寺
�
御
申
談
候
様
存
候
、
恐
惶
謹
言

閏
十
月
七
日

三
沢
卯
左
衛
門

為
宏
（
花
押
）

西
蔵
寺

離
雲
様

明
眼
寺

龍
乗
様

西
蓮
坊

慈
敬
様

【
一
九
】

御
請
申
上
一
札

一
、
真
宗
門
小
寄
之
儀
、
従
来

御
定
法
之
通
檀
家
之
面
々
一
軒
ニ
付
一
年
ニ
一

度
ツ
ヽ
勤
行
可
仕
、
勿
論
百
姓
町
家
共
ニ
家
業
差
障
ニ

不
相
成
、
失
墜
等
無
之
様
心

付
教
導
可
仕
條
被

仰
聞
奉
畏
候
、
然
上
者
宗
法
猥
敷
雑
講
等
弥
堅
制
禁
仕
、
倹

約
専
ラ

相
示
し
可
申
候
、
若
宗
法
之
儀
ニ
付
違
犯
之
輩
有
之
候
を
隠
置
、
外
�
訴
人

罷
出
候
ハ
ヽ
、
御
吟
味
之
上
如
何
様
共
越
度
被

仰
付
可
被
下
候
、
仍
而
御
請
書

如
件

真
行
寺
無
住

代
判

明
覚
寺
乾
外

午
閏
十
月

蓮
光
寺
無
住

��

十
四
日
発
足
ニ
而
一
念
寺
慧
浄

代
判

真
向
寺
智
空

広
瀬
表
江
持
参

乗
空
寺
端
瑞

法
林
寺
恵
照

西
雲
寺
智
霊

明
覚
寺
乾
外

常
信
寺
正
雲

福
蔵
坊
管
�

真
向
寺
智
空

浄
円
寺
旭
峯

一
念
寺
慧
浄

西
蓮
坊
慈
敬

西
正
寺
霊
覚
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安
楽
寺
専
心

明
眼
寺
龍
乗

西
蔵
寺
無
住

看
司
離
雲

右
各
印
形

三
沢
卯
左
衛
門
殿

【
二
〇
】

貴
札
拝
見
仕
候
、
先
以
寒
冷
甚
敷
御
座
候
得
共
、
弥
御
堅
勝
ニ

可
被
成
御
座
と
奉
恐

悦
候
、
然
者
宗
門
小
寄
之
儀
段
々
御
辛
労
被
成
下
檀
家
勤
行
無
障
相
勤
可
申
條
被

仰
聞
、
則
一
派
之
寺
院
へ
申
談
候
所
難
有
奉
存
、
別
紙
之
通
御
請
印
書
差
上
申
候
、

且
御
別
紙
之
趣
安
楽
寺
へ
申
達
候
、
先
ハ
右
御
請
之
た
め
寺
院
惣
代
と
し
て
一
念

寺
致
出
府
候
間
、
委
曲
御
聞
可
被
下
候
、
恐
惶
謹
言

閏
十
月
十
四
日

西
蓮
坊

明
眼
寺

西
蔵
寺

看
司

三
沢
卯
左
衛
門
様

【
二
一
】

一
筆
致
啓
上
候
、
先
以
寒
冷
ニ
御
座
候
所
、
御
寺
内
御
揃
御
安
静
ニ

御
法
務
可
被
成

と
奉
珍
重
候
、
誠
ニ

先
頃
者
多
勢
致
推
参
段
々
預
御
世
話
忝
奉
存
候
、
�然
�共
然
ハ
其

節
御
心
配
被
成
下
候
宗
門
小
寄
之
儀
従
来
之
通
被
仰
付
大
慶
奉
存
候
、
則
此
度
御

礼
旁
一
念
寺
出
浮
ニ
付
如
此
御
座
候
、
乍
末
筆
御
内
方
様
宜
敷
御
伝
達
可
被
下
候
、

恐
惶
謹
言

閏
十
月
十
四
日

西
蓮
坊

明
眼
寺

西
蔵
寺

看
司

勝
願
寺
様

【
二
二
】

三
沢
氏
御
返
書

御
札
令
拝
見
候
、
如
来
意
寒
冷
弥
増
ニ
候
得
共
、
弥
御
堅
康
ニ
御
寺
務
被
成
珍
重

存
候
、
然
ハ
小
寄
之
儀
演
達
書
之
趣
御
承
知
之
上
御
法
中
御
申
談
候
之
所
、
御
法

中
惣
代
と
し
て
此
度
一
念
寺
御
出
府
之
段
被
入
御
念
儀
、
殊
両
品
被
掛
御
意
忝
次

（
衍
）

第
ニ
御
座
候
、
尓
御
心
遣
之
程
却
而
致
迷
惑
候
、
御
法
中
江

右
御
礼
禮
等
可
然
御

伝
声
被
下
度
候
、
余
者
一
念
寺
�
御
承
知
有
之
度
不
能
多
筆
候
、
恐
惶
謹
言

三
沢
卯
左
衛
門

為
宏
判

西
蔵
寺
離
雲
様

明
眼
寺
龍
乗
様

西
蓮
坊
慈
敬
様

【
二
三
】役

寺
�
御
法
中
江
申
示
之
書
附
写
シ

御
法
中
江
申
示
覚

一
、
小
寄
勤
之
儀
往
古
よ
り
被
為
定
置
候
通
随
分
如
法
ニ

執
行
可
申
事

一
、
小
寄
之
席
ニ
お
ゐ
て
世
間
雑
談
堅
令
停
止
、
御
法
義
正
路
ニ
教
導
仕
、
勿
論

三
六

島
根
県
飯
南
町
八
神
・
明
眼
寺
蔵
「
講
寄
小
寄
弁
別
記
」
の
紹
介
（
小
林

准
士
・
小
杉
紗
友
美
）

－１８９－



御
公
儀
御
大
法
并

御
領
法
相
守
候
様
教
化
可
申
事

一
、
御
寺
法
御
條
目
之
通
倹
約
専
ら
ニ
相
守
可
申
事

附
小
寄
之
節
酒
肉
取
扱
申
儀
急
度
令
停
止
候
事

右
之
條
々
堅
御
慎
可
有
之
候
、
若
違
背
於
有
之
者
急
度
曲
事
申
付
候
、
此
段
御
承

知
之
上
御
請
印
可
有
之
候
、
以
上

天
明
六
年

午
閏
十
月
十
三
日

西
蓮
坊
印

明
眼
寺
印

（
蔵
書
印
）

西
蔵
寺

雲
州

明
眼
寺

八
神

看
司
印

御
法
中

右
御
演
達
之
通
定
約
堅
相
守
可
申
候
、
依
而
請
印
仕
候
、
以
上

天
明
六
年

午
閏
十
月
十
三
日

真
行
寺
無
住

蓮
光
寺
無
住

乗
空
寺
印
�

安
楽
寺
迄
十
一
ヶ
寺

各
印
形

雲
州
飯
石
郡
八
神
村

明
眼
寺
暁
雲

－１８８－

三
七

島
根
県
飯
南
町
八
神
・
明
眼
寺
蔵
「
講
寄
小
寄
弁
別
記
」
の
紹
介
（
小
林

准
士
・
小
杉
紗
友
美
）


